
別添３

高速自動車国道中央自動車道

西宮線等に関する協定



高速自動車国道中央自動車道西宮線等に関する協定の一部を変更する協定 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構と西日本高速道路株式会社は、高速道

路株式会社法（平成１６年法律第９９号）第６条第１項及び独立行政法人日本高速道路

保有・債務返済機構法（平成１６年法律第１００号）第１３条第１項の規定に基づき、

平成１８年３月３１日付けで締結した「高速自動車国道中央自動車道西宮線等に関する

協定」の一部を次のように変更する協定を締結する。 

第４条中「別紙１－１３３」を「別紙１－１４０」に改める。 

第５条中「別紙１－１３３」を「別紙１－１４０」に改める。 

第１１条中「令和４２年１月１４日」を「令和４２年１月２４日」に改める。 

第１４条中「別紙１－１３３」を「別紙１－１４０」に改める。 



別紙１－２から別紙１－６、別紙１－９、別紙１－１２、別紙１－１３、別紙１－１

６、別紙１－２４、別紙１－２５、別紙１－２７、別紙１－３１、別紙１－３４、別紙

１－３５、別紙１－４０、別紙１－４１、別紙１－４７、別紙１－６２、別紙１－６９、

別紙１－７０、別紙１－７４、別紙１－９１、別紙１－９９から別紙１－１０１、別紙

１－１０４から別紙１－１０８、別紙１－１１０、別紙１－１１１、別紙１－１１４、

別紙１－１１５、別紙１－１１９から別紙１－１３０、別紙１－１３２、別紙１－１３

３を次のとおり改める。 



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－２

（滋賀県大津市上田上牧町から京都府城陽市寺田金尾まで）に関する

近畿自動車道名古屋神戸線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

近畿自動車道　名古屋神戸線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 滋賀県大津市上田上牧町 から

京都府城陽市寺田金尾 まで

（ロ）　延　　　　長 ２５．１ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

・なお、暫定施工時は、第１種第２級（道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

滋賀県大津市
上田上牧町

京都府城陽市
寺田金尾

１２０ ２５．１



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 （３．５０ メートル） （暫定４車線）

３．５０ メートル 、 ３．７５ メートル ６車線

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

　摘　要設　計　区　間 用地買収

別　　紙　　１

工事施工

－
トンネル部分

１．２５

１．００

５．００

１．００

（暫定４車線）

６車線

構造による区分

京都府城陽市
寺田金尾

往復分離する区間

２．５０

摘 要

２．５０×２

－

土工（掘割）部分

２．００

３．７５

往復分離しない区間

車線）

車線

左　側

滋賀県大津市
上田上牧町 （６

６

計左　側 計 右　側

（４

６

車線）

車線

橋梁高架部分

（中小橋） ５．００ １．２５

橋梁高架部分

（長大橋）

２．５０

３．００１．２５

３．７５２．５０×２

１．７５３．５０１．７５×２



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

５８８，６７４ 百万円（消費税込み）

寺田金尾

接続の位置

一般国道２４号

（京奈道路）

京都府城陽市

京都府綴喜郡

京都府城陽市 立体接続

立体接続

寺田金尾

宇治田原町大字郷之口

他の道路の

路線名

一般国道３０７号 宇治田原インターチェンジ（仮称）

城陽ジャンクション・インターチェンジ

別　　紙　　１

一般国道２４号 城陽ジャンクション・インターチェンジ立体接続

接続の方法 備　　　考



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日 （暫定４車線供用）

令和 年 月 日 （６車線化完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

７１４，２９９ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ６８０，５７０ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１

１３ ３ ３１

５

６

１２

３

４

３１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－３

（京都府城陽市寺田金尾から京都府八幡市美濃山荒坂まで）に関する

近畿自動車道名古屋神戸線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

近畿自動車道　名古屋神戸線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 京都府城陽市寺田金尾 から

京都府八幡市美濃山荒坂 まで

（ロ）　延　　　　長 ３．５ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

・なお、暫定施工時は、第１種第２級（道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

京都府城陽市
寺田金尾

京都府八幡市
美濃山荒坂

１２０ ３．５



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

計

－

－

－

２．５０×２

左　側 計 右　側

－３．５０

－

－－

５．００ －

橋梁高架部分

（長大橋）

－

橋梁高架部分

（中小橋）

１．７５×２

２．５０×２

－

工事施工

往復分離しない区間

車線

別　　紙　　１

－
トンネル部分

－

－

５．００

４ 車線

土工（掘割）部分

構造による区分

京都府八幡市
美濃山荒坂

往復分離する区間

－

摘 要
左　側

設　計　区　間

京都府城陽市
寺田金尾

用地買収

６

　摘　要



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

１０９，２４４ 百万円（消費税込み）

一般国道２４号

京都府八幡市

京都府城陽市

一般国道１号

（第二京阪道路）

寺田金尾

八幡京田辺ジャンクション・インターチェンジ府道八幡京田辺インター線 京都府八幡市 立体接続

美濃山古寺

美濃山荒坂

立体接続

（京奈道路）

城陽ジャンクション・インターチェンジ

接続の位置 接続の方法

城陽ジャンクション・インターチェンジ

八幡京田辺ジャンクション・インターチェンジ

京都府城陽市 立体接続

備　　　考

別　　紙　　１

寺田金尾

他の道路の

路線名

一般国道２４号 立体接続



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日（供用開始）

令和 年 月 日（残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１０４，１７４ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １０４，１７４ 百万円）（消費税込み）

３０３ ３

２０

３０

別　　紙　　１

１０

２９

１

４



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－４

（京都府八幡市美濃山荒坂から大阪府高槻市原まで）に関する

近畿自動車道名古屋神戸線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

近畿自動車道　名古屋神戸線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 京都府八幡市美濃山荒坂 から

大阪府高槻市原 まで

（ロ）　延　　　　長 １０．７ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

・なお、暫定施工時は、第１種第２級（道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

京都府八幡市
美濃山荒坂

大阪府高槻市
原

１２０ １０．７



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

２．５０×２ ５．００ ３．７５１．２５

(暫定４車線)
６車線

１．２５

橋梁高架部分

（長大橋）

２．５０

橋梁高架部分

（中小橋） ３．７５－

（１．７５×２） （３．５０）

トンネル部分

１．２５

１．００

５．００

１．００

計

２．００

３．７５

左　側 計 右　側

２．５０

（１．７５） （１．２５） （３．００）

－

２．５０×２

－

工事施工

往復分離しない区間

車線）

車線

－

（暫定４車線）

６車線

摘 要

京都府八幡市
美濃山荒坂

用地買収

（４

６

車線）

車線

土工（掘割）部分

構造による区分

（６

６

往復分離する区間

２．５０

左　側

大阪府高槻市
原

設　計　区　間 　摘　要

別　　紙　　１



（ト）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

５６８，５６６ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日 （暫定４車線供用）

令和 年 月 日 （６車線化完成）１３ ３ ３１

立体接続

府道八幡京田辺インター線

京都府八幡市

８

他の道路の

路線名

一般国道１号

（第二京阪道路）

京都府八幡市 立体接続

八幡京田辺ジャンクション・インターチェンジ

１１

６

１

３

備　　　考

別　　紙　　１

接続の位置 接続の方法

八幡京田辺ジャンクション・インターチェンジ

３１

美濃山古寺

美濃山荒坂



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

６６１，５４９ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ６３３，８８７ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－５

（大阪府高槻市原から大阪府箕面市下止々呂美まで）に関する

近畿自動車道名古屋神戸線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

近畿自動車道　名古屋神戸線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 大阪府高槻市原 から

大阪府箕面市下止々呂美 まで

（ロ）　延　　　　長 １８．０ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

・なお、暫定施工時は、第１種第２級（道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで

１２０ １８．０

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

大阪府高槻市
原

大阪府箕面市
下止々呂美



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

車線

　摘　要

－

１．００

２．５０

摘 要

大阪府箕面市
下止々呂美

往復分離する区間

－

計

２．５０×２

往復分離しない区間構造による区分

設　計　区　間

大阪府高槻市
原

用地買収

６

別　　紙　　１

工事施工

車線４

－ １．２５２．５０

１．２５

１．００

５．００

３．７５

２．００

３．７５

－

左　側左　側 計 右　側

１．７５－

－

橋梁高架部分

（長大橋）

橋梁高架部分

（中小橋）

トンネル部分

土工（掘割）部分

３．００１．２５



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

高槻ジャンクション・インターチェンジ

高槻ジャンクション・インターチェンジ

茨木千提寺インターチェンジ

箕面とどろみインターチェンジ

箕面とどろみインターチェンジ

（４）　工事予算

３８３，４０４ 百万円（消費税込み）

府道伏見柳谷高槻線

大阪府茨木市

大阪府高槻市

府道茨木摂津線

一般国道４２３号 大阪府箕面市 立体接続

バイパス 下止々呂美

一般国道４２３号 大阪府箕面市

立体接続

千提寺

立体接続

別　　紙　　１

成合

備　　　考

立体接続

下止々呂美

大阪府高槻市 立体接続

宮が谷

接続の位置

路線名

中央自動車道

西宮線

接続の方法他の道路の



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日（供用開始）

令和 年 月 日（残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

４０７，１１６ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ４０７，１１６ 百万円）（消費税込み）

３０４ ３

１２

１０

別　　紙　　１

１２

２９

１

１２



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－６

（大阪府箕面市下止々呂美から兵庫県神戸市北区八多町まで）に関する

近畿自動車道名古屋神戸線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

近畿自動車道　名古屋神戸線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 大阪府箕面市下止々呂美 から

兵庫県神戸市北区八多町 まで

（ロ）　延　　　　長 ２２．６ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 １ 級 (道路構造令)

・なお、暫定施工時は、第１種第２級（道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

大阪府箕面市
下止々呂美

兵庫県神戸市
北区八多町

１２０ ２２．６



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

　摘　要工事施工

左　側 計

３．７５

設　計　区　間

大阪府箕面市
下止々呂美

用地買収

６

（中小橋）

－

－

２．００

往復分離しない区間

車線

別　　紙　　１

－
トンネル部分

１．２５

１．００

５．００

４ 車線

土工（掘割）部分

構造による区分

兵庫県神戸市
北区八多町

往復分離する区間

１．００

２．５０

摘 要

－

左　側 計 右　側

１．７５３．５０１．７５×２

２．５０×２

３．００１．２５

－ －

橋梁高架部分

（長大橋）

－

橋梁高架部分



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

３８４，９４６ 百万円（消費税込み）

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

別　　紙　　１

中国縦貫自動車道

西畦野

兵庫県川西市 立体接続 川西インターチェンジ

路線名

県道川西インター線

兵庫県神戸市

山陽自動車道 兵庫県神戸市 平面接続 神戸ジャンクション

吹田山口線 北区八多町

神戸ジャンクション

北区八多町

立体接続



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日（箕面とどろみＩＣ～川西ＩＣ　供用開始）

平成 年 月 日（川西ＩＣ～神戸ＪＣＴ　供用開始）

令和 年 月 日（残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

４１３，１３０ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ４１３，１３０ 百万円）（消費税込み）

８

１０

別　　紙　　１

１８３０ ３

４ ３ ３０

１１

２９

１

１２



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－９

（兵庫県たつの市新宮町角亀から兵庫県宍粟市山崎町市場まで）に関する

中国横断自動車道姫路鳥取線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

中国横断自動車道　姫路鳥取線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 兵庫県たつの市新宮町角亀 から

兵庫県宍粟市山崎町市場 まで

（ロ）　延　　　　長 １１．４ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

兵庫県たつの市
新宮町角亀

兵庫県宍粟市
山崎町市場

８０ １１．４



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

用地買収については、現地条件等を勘案した上で、当面、暫定二車線施工に必要となる用地を取得するものとする。

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

計

－

－

－

１．７５×２

左　側 計 右　側

－２．５０

橋梁高架部分

（長大橋）

１．７５×２

－－

３．５０ －－

１．２５×２

橋梁高架部分

（中小橋）

１．２５×２

工事施工

往復分離しない区間

車線

別　　紙　　１

２．５０
トンネル部分

－

－

３．５０

２ 車線

土工（掘割）部分

構造による区分

兵庫県宍粟市
山崎町市場

往復分離する区間

－

－

摘 要
左　側

設　計　区　間

兵庫県たつの市
新宮町角亀

用地買収

４

　摘　要



（ト）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

－ メートル （土工部）

－ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

７２，２５８ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

路線名

県道播磨新宮インター線 播磨新宮インターチェンジ

１８ ４ １９

立体接続

中国縦貫自動車道

兵庫県たつの市

４ ３ ３１

山崎町市場

兵庫県宍粟市 立体接続

新宮町光都三丁目

山崎ジャンクション（仮称）

接続の位置 接続の方法 備　　　考

別　　紙　　１

他の道路の



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

８０，６３９ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ７７，６８９ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１２

（徳島県徳島市北沖洲から徳島県徳島市川内町富久まで）に関する

四国横断自動車道阿南四万十線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

四国横断自動車道　阿南四万十線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 徳島県徳島市北沖洲 から

徳島県徳島市川内町富久 まで

（ロ）　延　　　　長 ４．７ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ２ 級 (道路構造令)

・なお、暫定施工時は、第１種第３級（道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

徳島県徳島市
北沖洲

徳島県徳島市
川内町富久

１００ ４．７

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

用地買収については、現地条件等を勘案した上で、当面、暫定二車線施工に必要となる用地を取得するものとする。

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

橋梁高架部分

（中小橋）

（長大橋）

－

橋梁高架部分

－

－２．５０

－

－

１．２５×２

－

－－

－－

別　　紙　　１

２ 車線

往復分離する区間

－

－

摘 要
左　側 計

－

－－

－

１．７５×２
土工（掘割）部分

構造による区分

徳島県徳島市
川内町富久

徳島県徳島市
北沖洲

右　側

４

左　側 計

往復分離しない区間

車線

トンネル部分

３．５０

工事施工設　計　区　間 　摘　要用地買収



（ト）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

－ メートル （土工部）

－ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

１０６，８６５ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

他の道路の

別　　紙　　１

備　　　考接続の位置

徳島県徳島市

８

３１

四国横断自動車道

阿南四万十線

１１

４

１

３

県道徳島東インター線 徳島県徳島市 立体接続

北沖洲

北沖洲

本線（新直轄）

徳島東インターチェンジ（仮称）

平面接続

路線名

接続の方法



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１２０，８４２ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １１７，６７３ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１３

（徳島県徳島市川内町鈴江東から徳島県鳴門市大津町大代まで）に関する

四国横断自動車道阿南四万十線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

四国横断自動車道　阿南四万十線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 徳島県徳島市川内町鈴江東 から

徳島県鳴門市大津町大代 まで

（ロ）　延　　　　長 １０．９ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ２ 級 (道路構造令)

・なお、暫定施工時は、第１種第３級（道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

徳島県徳島市
川内町鈴江東

徳島県鳴門市
大津町大代

１００ １０．９



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

工事施工

車線

往復分離する区間

－

－

摘 要
左　側 計

－

－－

－

１．７５×２

設　計　区　間 　摘　要用地買収

土工（掘割）部分

構造による区分

徳島県鳴門市
大津町大代

徳島県徳島市
川内町鈴江東

右　側

４

左　側 計

往復分離しない区間

車線

別　　紙　　１

２

－－

－

－２．５０

３．５０

－

１．２５×２

－

トンネル部分

３．５０

橋梁高架部分

（中小橋）

（長大橋）

－

橋梁高架部分

－１．７５×２



（ト）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

－ メートル （土工部）

－ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

９３，１２７ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日（供用開始）

令和 年 月 日（残事業完成）

路線名

四国縦貫自動車道

他の道路の

別　　紙　　１

備　　　考接続の位置 接続の方法

１

３

３ ３ ３０

徳島県徳島市

８

１４

本線

徳島インターチェンジ

平面接続

一般国道１１号 徳島県徳島市 立体接続

川内町鈴江東

川内町沖島

１１

２７



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１０５，１９８ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １０５，１９８ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１６

（福岡県築上郡築上町大字上ノ河内から大分県宇佐市大字山本まで）に関する

東九州自動車道

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

東九州自動車道

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 福岡県築上郡築上町大字上ノ河内 から

大分県宇佐市大字山本 まで

（ロ）　延　　　　長 ２８．３ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ２ 級 (道路構造令)

・なお、暫定施工時は、第１種第３級（道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

福岡県築上郡
築上町大字上ノ河内

大分県宇佐市
大字山本

１００ ２８．３



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

左　側 計 右　側

－２．５０１．２５×２ －－

３．５０ －

橋梁高架部分

（長大橋）

－

橋梁高架部分

１．７５×２

１．２５×２

－１．７５×２

往復分離しない区間

車線

別　　紙　　１

２．５０
トンネル部分

－

－

３．５０

２ 車線

土工（掘割）部分

構造による区分

大分県宇佐市
大字山本

往復分離する区間

－

－

摘 要
左　側 計

－

－

設　計　区　間

福岡県築上郡
築上町大字上ノ河内

用地買収

４

　摘　要工事施工

（中小橋）



（ト）　付加車線の標準幅員 ３．５０ メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

－ メートル （土工部）

－ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

路線名

一般国道１０号

（椎田道路）

椎田南インターチェンジ

本線

一般国道１０号 大分県宇佐市

本線

立体接続

大字山本

平面接続

一般国道１０号

大分県宇佐市

福岡県築上郡

一般国道１０号

（宇佐別府道路）

築上町大字上ノ河内

福岡県築上郡 平面接続

接続の位置 備　　　考

別　　紙　　１

接続の方法

（椎田道路）

他の道路の

築上町大字上ノ河内

立体接続 宇佐インターチェンジ

（宇佐別府道路） 大字山本

県道犀川豊前線 福岡県豊前市 立体接続 豊前インターチェンジ

大字久路土

一般国道２１２号 大分県中津市 立体接続 中津インターチェンジ

三光西秣



（４）　工事予算

８７，４９８ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日（豊前～宇佐間供用開始）

平成 年 月 日 （椎田南～豊前間供用開始）

令和 年 月 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

９９，９３１ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ９９，９３１ 百万円）（消費税込み）

２８ ４ ２４

１８

２７

４

３

１９

１

別　　紙　　１

３ ３ ３０



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－２４

中央自動車道西宮線（瀬田東ＪＣＴ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

中央自動車道　西宮線

（２）　工事の箇所

滋賀県大津市大江八丁目

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

１０，３０８ 百万円（消費税込み）

瀬田東ジャンクション

瀬田東インターチェンジ

立体接続

県道大津能登川長浜線 滋賀県大津市 立体接続

大江八丁目

接続の方法 備　　　考

別　　紙　　１

路線名

一般国道１号

（京滋バイパス）

他の道路の

大江八丁目

接続の位置

滋賀県大津市



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 昭和 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１１，６２０ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １１，０７４ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１

６２

８

３

３

２４

３１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－２５

中央自動車道西宮線（京都南ＪＣＴ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

中央自動車道　西宮線

（２）　工事の箇所

京都府京都市伏見区竹田真幡木町

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

京都府京都市

備　　　考他の道路の 接続の位置 接続の方法

伏見区竹田真幡木町

路線名

一般国道１号（油小路線） 京都南ジャンクション（仮称）立体接続

別　　紙　　１



（４）　工事予算

１，１５３ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手予定年月日 令和 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

※本事業については、都市計画決定の上、事業の着手を行うものとする。

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１，５２３ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １，４６７ 百万円）（消費税込み）

１

３１

別　　紙　　１

２

１１

９

３



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－２７

近畿自動車道天理吹田線（郡山下ッ道ＪＣＴ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

近畿自動車道　天理吹田線

（２）　工事の箇所

奈良県大和郡山市八条町

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

２４，１４４ 百万円（消費税込み）

別　　紙　　１

接続の方法 備　　　考

路線名

一般国道２４号

（京奈和自動車道）

他の道路の 接続の位置

奈良県大和郡山市 郡山下ッ道ジャンクション立体接続

八条町



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日（供用開始）

令和 年 月 日（残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

２６，３９１ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ２６，３９１ 百万円）（消費税込み）

３ ３ ３０

２７

１

３

１８

２２

別　　紙　　１

１２



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－３１

（大阪府摂津市三島一丁目から大阪府摂津市鶴野二丁目まで）（改築）に関する

近畿自動車道天理吹田線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

近畿自動車道　天理吹田線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 大阪府摂津市三島一丁目 から

大阪府摂津市鶴野二丁目 まで

（ロ）　延　　　　長 １．０ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

大阪府摂津市
三島一丁目

大阪府摂津市
鶴野二丁目

８０ １．０



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

工事施工設　計　区　間 　摘　要用地買収

土工（掘割）部分

付加車線事業

構造による区分

大阪府摂津市
鶴野二丁目

大阪府摂津市
三島一丁目

右　側

４

左　側 計

往復分離しない区間

車線

別　　紙　　１

４ 車線

往復分離する区間

－

－

摘 要
左　側 計

－

－－

－

－

橋梁高架部分

（中小橋）

（長大橋）

－

橋梁高架部分

－－

－－

トンネル部分

－

－

－１．５０

－

－

０．７５×２

－



（ト）　付加車線の標準幅員 ３．００ メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

－ メートル （土工部）

１．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

３，２９０ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

他の道路の

別　　紙　　１

備　　　考接続の位置 接続の方法

路線名

－

１６

５

６

３

－

２９

３１

－



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

３，６９８ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ３，６４１ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－３４

近畿自動車道松原那智勝浦線（和歌山ＪＣＴ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

近畿自動車道　松原那智勝浦線

（２）　工事の箇所

和歌山県和歌山市上黒谷

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

１２，２４１ 百万円（消費税込み）

接続の方法 備　　　考

別　　紙　　１

路線名

一般国道２４号

（紀北西道路）

他の道路の 接続の位置

和歌山県和歌山市 和歌山ジャンクション立体接続

上黒谷



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （供用開始）

令和 年 月 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１３，６７１ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １３，６７１ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１

１８

３ ３ ３０

２９

４

３

１９

１８



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－３５

（和歌山県海南市藤白から和歌山県有田郡有田川町天満まで）に関する

近畿自動車道松原那智勝浦線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

近畿自動車道　松原那智勝浦線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 和歌山県海南市藤白 から

和歌山県有田郡有田川町天満 まで

（ロ）　延　　　　長 ９．８ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

和歌山県海南市
藤白

和歌山県有田郡
有田川町天満

８０ ９．８



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

設　計　区　間 　摘　要

４

別　　紙　　１

用地買収工事施工

トンネル部分

１．００

０．７５

－

４ 車線

土工（掘割）部分

４車線化

構造による区分

和歌山県有田郡
有田川町天満

和歌山県海南市
藤白

－

往復分離しない区間

車線

－

－

－

２．５０

２．７５１．００

往復分離する区間

０．７５

２．５０

摘 要
左　側 計

３．５０

１．５０

３．５０

－

左　側 計 右　側

１．７５－

－ １．００

橋梁高架部分

（長大橋）

橋梁高架部分

（中小橋）



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

３．００ メートル （土工部）

３．００ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

４７，８５７ 百万円（消費税込み）

備　　　考

路線名

一般国道４２号及び

県道吉備金屋線

和歌山県海南市 立体接続

他の道路の

有田川町天満

接続の位置 接続の方法

別　　紙　　１

和歌山県海南市 立体接続 海南インターチェンジ

藤白

県道興加茂郷停車場線

和歌山県有田郡 平面接続

有田川町天満

有田インターチェンジ

本線

下津インターチェンジ

下津町橘本

（湯浅御坊道路）

和歌山県有田郡 立体接続

一般国道４２号

一般国道４２号



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日 （供用開始）

令和 年 月 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

４９，０２４ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ４９，０２４ 百万円）（消費税込み）

１１

２２

１

７

３０

別　　紙　　１

２ ３

８

７



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－４０

（京都府福知山市長田野町三丁目から京都府綾部市有岡町まで）に関する

近畿自動車道敦賀線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

近畿自動車道　敦賀線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 京都府福知山市長田野町三丁目 から

京都府綾部市有岡町 まで

（ロ）　延　　　　長 １０．２ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

京都府福知山市
長田野町三丁目

京都府綾部市
有岡町

８０ １０．２

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

トンネル部分

３．５０

－

１．２５２．５０

３．５０

－

１．２５×２

１．７５

橋梁高架部分

（中小橋）

（長大橋）

１．００

橋梁高架部分

２．７５１．７５×２

２．２５１．００

別　　紙　　１

４ 車線

往復分離する区間

０．７５

１．７５

摘 要
左　側 計

１．５０

２．７５１．００

０．７５

１．７５×２
土工（掘割）部分

４車線化

構造による区分

京都府綾部市
有岡町

京都府福知山市
長田野町三丁目

右　側

４

左　側 計

往復分離しない区間

車線

工事施工設　計　区　間 　摘　要用地買収



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

３．００ メートル （土工部）

３．００ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

２５，１７９ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 昭和 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

－

１８

３１

－

路線名

－

５４

３

３

３

他の道路の

別　　紙　　１

備　　　考接続の位置 接続の方法



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

２７，５７５ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ２６，４３２ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－４１

（京都府綾部市上杉町から京都府舞鶴市字堀まで）に関する

近畿自動車道敦賀線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

近畿自動車道　敦賀線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 京都府綾部市上杉町 から

京都府舞鶴市字堀 まで

（ロ）　延　　　　長 ４．７ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

京都府綾部市
上杉町

京都府舞鶴市
字堀

８０ ４．７



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

工事施工設　計　区　間 　摘　要用地買収

土工（掘割）部分

４車線化

構造による区分

京都府舞鶴市
字堀

京都府綾部市
上杉町

右　側

４

左　側 計

往復分離しない区間

車線
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４ 車線

往復分離する区間

０．７５

１．７５

摘 要
左　側 計

１．５０

２．７５１．００

０．７５

１．７５×２

橋梁高架部分

（中小橋）

（長大橋）

１．００

橋梁高架部分

２．７５１．７５×２

トンネル部分

３．５０

－

１．２５２．５０

３．５０

－

１．２５×２

１．７５

２．２５１．００



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

３．００ メートル （土工部）

３．００ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

１２，０１９ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 昭和 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日（外々運用）

平成 年 月 日（供用開始）

令和 年 月 日（残事業完成）

路線名

－

他の道路の

別　　紙　　１

備　　　考接続の位置 接続の方法

－

１８

２３

－

５４

３０

３

６

３０ １１ ３

２ ３ ３０



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

９，３６８ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ９，３６８ 百万円）（消費税込み）
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（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－４７

山陽自動車道吹田山口線（瀬戸ＪＣＴ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

山陽自動車道　吹田山口線

（２）　工事の箇所

岡山県岡山市東区瀬戸町塩納

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

１，０４８ 百万円（消費税込み）

瀬戸ジャンクション（仮称）立体接続

東区瀬戸町塩納

路線名

主要地方道佐伯長船線

他の道路の 接続の位置

岡山県岡山市

接続の方法 備　　　考
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（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１，３１１ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １，２５８ 百万円）（消費税込み）
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１８

５

４

３

１９

３１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－６２

四国横断自動車道阿南四万十線（高知ＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

四国横断自動車道　阿南四万十線

（２）　工事の箇所

高知県高知市一宮

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

７５２ 百万円（消費税込み）

高知インターチェンジ立体接続

一宮

路線名

一般国道５５号

他の道路の 接続の位置

高知県高知市

接続の方法 備　　　考
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（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１，０８３ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １，０４８ 百万円）（消費税込み）
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６

３

１

３

２６

３１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－６９

九州横断自動車道長崎大分線（多久ＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

九州横断自動車道　長崎大分線

（２）　工事の箇所

佐賀県多久市北多久町大字多久原

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

６１０ 百万円（消費税込み）

接続の方法 備　　　考

別　　紙　　１

路線名

一般国道２０３号

他の道路の 接続の位置

佐賀県多久市 多久インターチェンジ立体接続

北多久町大字多久原



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 昭和 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

９３５ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ９０３ 百万円）（消費税込み）

４８

８

９

３

２９

３１

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－７０

九州横断自動車道長崎大分線（大分米良ＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

九州横断自動車道　長崎大分線

（２）　工事の箇所

大分県大分市大字片島

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

７９１ 百万円（消費税込み）

接続の方法 備　　　考
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路線名

一般国道１０号

他の道路の 接続の位置

大分県大分市 大分米良インターチェンジ立体接続

大字片島



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１，２７７ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １，２３５ 百万円）（消費税込み）

２

８

５

３

１５

３１

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－７４

東九州自動車道（佐伯弥生ＰＡ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

東九州自動車道

（２）　工事の箇所

大分県佐伯市弥生大字床木

（３）　工事予算

１，４７１ 百万円（消費税込み）

（４）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日（上り線供用開始）

令和 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１，７９０ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １，７２６ 百万円）（消費税込み）

４ ３ ３１

別　　紙　　１

２０

２３

１０

元

１

９



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

西日本高速道路株式会社が管理する高速道路に係る

別紙１－９１

　高速道路利便増進事業に関する計画 (スマートＩＣ)に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額

　（１）　工事予算

百万円（消費税込み）

　（２）　工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円（消費税込み））

　（３）　個別箇所に関する工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額

個別箇所に関する工事の内容及び工事に要する費用に係る債務引受限度額は、下記のとおりとする。

ただし、工事予算及び債務引受限度額については、（１）工事予算及び（２）債務引受限度額の内数である。

また、工事完成後は精算額としている。

３６，０３８

３０，２６７

別　　紙　　１

　―　
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（イ）
路線名

（ロ）
工事の箇所

（ハ）工事方法

－

工事の完成
予定年月日

工事の着手
年月日

備考

他の道路との接続位置及び接続の方法 うち
助成対象
基準額

（消費税込み）

他の道路の
路線名

接続の位置

（ホ）
工事予算
（消費税込み）

（へ）
債務引受
限度額

（消費税込み）

（ニ）
工事の着手および完成の予定年月日

接続の方法

本線
直結型

近畿自動車道
天理吹田線

奈良県大和
郡山市西町

県道天理斑
鳩線及び県
道大和郡山
広陵線

奈良県大和郡山
市椎木町及び奈
良県生駒郡安堵
町大字岡崎及び
奈良県大和郡山
市池沢町

立体接続 －
本線
直結型

1,848百万円

2,516百万円

2,123百万円

2,764百万円

平成２５年１２月２２日
　　　　　　（供用開始）
平成２６年　９月２９日
　　　　（残事業完成）

平成２６年　３月２３日
　　　　　　（供用開始）
平成２７年　３月　６日
　　　　（残事業完成）

平成２１年９月１８日

平成２１年９月１８日
中央自動車道
西宮線

滋賀県東近
江市木村町

県道土山蒲
生近江八幡
線

滋賀県東近
江市木村町

立体接続

鳥取県西伯郡
伯耆町大字久
古及び鳥取県
西伯郡伯耆町
大字岸本

－
大山
ＰＡ

－
本線
直結型

288百万円233百万円

中国縦貫自動車道
兵庫県姫路
市夢前町

市道置塩１３
４号線

兵庫県姫路
市夢前町

立体接続

立体接続
中国横断自動車道
岡山米子線

鳥取県西伯
郡伯耆町大
字岸本

町道岸本福
原線

2,604百万円 3,081百万円

平成２３年　６月３０日
　　　　　　（供用開始）
平成２３年１２月２７日
　　　　（残事業完成）

平成２１年９月１８日

平成２１年９月１８日

平成２７年　９月２６日
　　　　　（供用開始）
平成２８年　９月２９日
　　　　（残事業完成）

九州縦貫自動車道
鹿児島線

－
本線
直結型

941百万円

九州縦貫自動車道
鹿児島線

熊本県八代
郡氷川町高
塚

町道吉本本
山線

熊本県八代
郡氷川町高
塚

立体接続 平成２１年９月１８日

平成２６年　３月２９日
　　　　　　（供用開始）
平成２７年　３月３０日
　　　　（残事業完成）

九州縦貫自動車道
鹿児島線

福岡県宮若
市下有木

主要地方道
室木下有木
若宮線及び
市道壱町田・
大谷線

福岡県宮若
市下有木

立体接続 平成２１年９月１８日

平成２３年　３月２６日
　　　　　（供用開始）
平成２３年　６月２９日
　　　（残事業完成）

熊本県熊本
市北区改寄
町

市道鶴羽田
改寄町第１号
線及び市道
植木町広住
線

熊本県熊本市
北区植木町石
川及び熊本県
熊本市北区改
寄町

立体接続 平成２３年４月２３日

平成３１年　３月２４日
　　　　　（供用開始）
令和２年　３月３０日
　　　（残事業完成）

1,044百万円

2,459百万円 3,219百万円 －
本線
直結型

1,720百万円 2,026百万円 －
本線
直結型



九州横断自動車道
長崎大分線

佐賀県小城
市小城町松
尾

市道高速道
路接続線

佐賀県小城
市小城町松
尾

立体接続 平成２４年５月１７日

平成３０年　３月３１日
（供用開始）

平成３１年　３月３０日
（残事業完成）

東九州自動車道
福岡県築上
郡上毛町大
字下唐原

東九州自動車道
福岡県行橋
市大字流末

市道東九州自
動車道側道４号
線（仮称）及び
市道東九州自
動車道側道３号
線（仮称）

福岡県行橋
市大字宝山
及び福岡県
行橋市大字
流末

立体接続 平成２４年５月１７日

平成２６年１２月１３日
　　　　　　（供用開始）
平成２７年１２月１２日
　　　　（残事業完成）

町道音・穴ケ
葉山線

福岡県築上
郡上毛町大
字下唐原

立体接続 平成２４年５月１７日

平成２７年　３月　１日
　　　　　　（供用開始）
平成２８年　３月３０日
　　　　（残事業完成）

九州横断自動車道
長崎大分線

長崎県大村
市木場一丁
目

市道上久原
芋堀手線

長崎県大村
市木場一丁
目

立体接続 平成２４年５月１７日

平成３０年　３月１８日
（供用開始）

平成３１年　３月３０日
（残事業完成）

2,120百万円 2,419百万円

350百万円 370百万円

－
本線
直結型

－
小城
ＰＡ

－

大分方面：
本線直結型
長崎方面：
木場ＰＡ

－
上毛
ＰＡ

－
今川
ＰＡ

1,091百万円 1,562百万円

217百万円 243百万円

九州縦貫自動車道
鹿児島線

熊本県熊本
市南区城南
町塚原

市道塚原第３
号線（仮称）
及び市道塚
原第４号線
（仮称）

熊本県熊本
市南区城南
町塚原

立体接続 平成２４年５月１７日

平成２９年　７月　９日
　　　　　　（供用開始）
平成３０年　６月３０日
　　　　（残事業完成）

1,450百万円 1,810百万円

－
宝塚北
ＳＡ

四国横断自動車道
阿南四万十線

徳島県板野
郡松茂町長
岸

町道松茂２４
号線

徳島県板野
郡松茂町長
岸

立体接続 平成２４年５月１７日

平成２７年　３月１４日
　　　　　　（供用開始）
平成２８年　３月３０日
　　　　（残事業完成）

352百万円 412百万円 －
松茂
ＰＡ

近畿自動車道
名古屋神戸線

兵庫県宝塚
市玉瀬

市道宝塚北
インター線

兵庫県宝塚
市玉瀬

立体接続 平成２４年５月１７日

平成３０年　３月１８日
（供用開始）

令和２年　９月３０日
（残事業完成）

452百万円 461百万円

接続の方法
工事の着手
年月日

工事の完成
予定年月日
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（イ）
路線名

（ロ）
工事の箇所

（ハ）工事方法 （ニ）
工事の着手および完成の予定年月日

（ホ）
工事予算

（消費税込み）

（へ）
債務引受
限度額

（消費税込み）

備考

他の道路との接続位置及び接続の方法 うち
助成対象
基準額

（消費税込み）

他の道路の
路線名

接続の位置



－
本線
直結型

東九州自動車道
宮崎県東諸
県郡国富町
大字岩知野

県道宮崎須
木線

宮崎県東諸
県郡国富町
大字岩知野
及び塚原

立体接続 平成２５年７月１２日

令和元年１０月　６日
　　　　（供用開始）
令和２年　９月３０日
　　　（残事業完成）

2,615百万円 3,007百万円

－
由布岳
ＰＡ

東九州自動車道
宮崎県東臼
杵郡門川町
大字加草

町道門川南
インター線

宮崎県東臼
杵郡門川町
大字加草

立体接続 平成２５年７月１２日

平成２９年　３月２５日
　　　　（供用開始）

平成２９年１２月３０日
　　　　（残事業完成）

1,168百万円 1,399百万円 －
本線
直結型

九州横断自動車道
長崎大分線

大分県由布
市湯布院町
塚原

市道高速側道
11号線及び市
道高速側道12
号線

大分県由布
市湯布院町
塚原

立体接続 平成２５年７月１２日

平成２８年１１月２７日
　　　　（供用開始）

平成２９年　９月３０日
　　　　（残事業完成）

911百万円 1,082百万円

－
桜島
ＳＡ

九州縦貫自動車道
宮崎線

宮崎県都城
市山之口町
花木

市道山之口Ｓ
Ａ南通線及び
市道山之口Ｓ
Ａ北通線

宮崎県都城
市山之口町
山之口及び
花木

立体接続 平成２５年７月１２日

平成２８年　９月２４日
　　　　　　（供用開始）
平成２９年　９月３０日
　　　　（残事業完成）

685百万円 870百万円 －
山之口
ＳＡ

九州縦貫自動車道
鹿児島線

鹿児島県姶
良市西餅田

市道サービス
エリア線及び
市道鍋倉～触
田線

鹿児島県姶
良市西餅田

立体接続 平成２５年７月１２日

平成３１年　３月３０日
（一部供用開始）

令和２年　３月２０日
（一部供用開始）

令和３年　３月３１日

1,069百万円 1,438百万円

－
本線
直結型

山陽自動車道
吹田山口線

広島県福山
市津之郷町
大字津之郷

市道津之郷
瀬戸幹線

広島県福山
市津之郷町
大字津之郷

立体接続 平成２５年７月１２日

平成３０年　３月３１日
（供用開始）

平成３１年　３月３０日
（残事業完成）

771百万円 1,044百万円 －
福山
ＳＡ

近畿自動車道
松原那智勝浦線

和歌山県和
歌山市森小
手穂

県道和歌山
橋本線

和歌山県和
歌山市森小
手穂

立体接続 平成２５年７月１２日

平成３１年　３月１０日
（供用開始）

令和３年　３月３０日
（残事業完成）

4,695百万円 5,376百万円

（イ）
路線名

（ロ）
工事の箇所

（ハ）工事方法 （ニ）
工事の着手および完成の予定年月日

（ホ）
工事予算

（消費税込み）

（へ）
債務引受
限度額

（消費税込み）

備考

他の道路との接続位置及び接続の方法
うち

助成対象
基準額

（消費税込み）

他の道路の
路線名

接続の位置 接続の方法
工事の着手
年月日

工事の完成
予定年月日
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（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び３号に定める協定記載事項）

別紙１－９９

（和歌山県御坊市野口から和歌山県田辺市稲成町まで）に関する

近畿自動車道松原那智勝浦線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

近畿自動車道　松原那智勝浦線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 和歌山県御坊市野口 から

和歌山県田辺市稲成町 まで

（なお、事業着手する区間については和歌山県御坊市野口から和歌山県日高郡みなべ町徳蔵までとする。）

（ロ）　延　　　　長 ２６．９ キロメートル （１６．０キロメートル）

※（　）内は、和歌山県御坊市野口から和歌山県日高郡みなべ町徳蔵までを表す

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

和歌山県御坊市
野口

和歌山県田辺市
稲成町

８０ ２６．９
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（ハ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

１．７５３．５０ ２．７５１．００

３．５０２．５０

（長大橋） １．７５×２

２．５０×２

－ １．５０

３．５０

０．７５

２．５０

設　計　区　間

和歌山県御坊市
野口

用地買収 　摘　要
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４

工事施工

１．００

０．７５

１．００

橋梁高架部分

左　側

５．００

橋梁高架部分

（中小橋）

計

車線

計

往復分離する区間

左　側

車線 ４

摘 要

４車線化

右　側

構造による区分

和歌山県田辺市
稲成町

５．００

－
トンネル部分

２．５０×２

土工（掘割）部分

往復分離しない区間



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

３．００ メートル （土工部）

３．００ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

７６，３８９ 百万円（消費税込み）

（うち、和歌山県御坊市野口から和歌山県日高郡みなべ町徳蔵までの工事予算 ７２，２５１ 百万円（消費税込み））

－－ －

路線名

備　　　考接続の方法

別　　紙　　１

接続の位置他の道路の



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日

イ 和歌山県御坊市野口からから和歌山県日高郡印南町山口

平成 年 月 日

ロ 和歌山県日高郡印南町山口から和歌山県日高郡みなべ町徳蔵

令和 年 月 日

②工事の完成予定年月日

イ 和歌山県御坊市野口からから和歌山県日高郡印南町山口

令和 年 月 日

ロ 和歌山県日高郡印南町山口から和歌山県日高郡みなべ町徳蔵

令和 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ８４，９２０ 百万円）（消費税込み）

（なお、上記については和歌山県御坊市野口から和歌山県日高郡みなべ町徳蔵までの債務引受限度額および助成対象基準額を表す。）
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８８，８９２

２８ ７ １

２ ５ １

３ １２ ３１

１２ ３ ３１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１００

（徳島県鳴門市撫養町木津から香川県高松市前田東町まで）に関する

四国横断自動車道阿南四万十線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

四国横断自動車道　阿南四万十線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 徳島県鳴門市撫養町木津 から

香川県高松市前田東町 まで

（ロ）　延　　　　長 ５１．８ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分

から

まで

から

まで

道路の区分

香川県さぬき市
津田町鶴羽

第１種第３級 道路構造令
香川県高松市
前田東町
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摘　　要

道路構造令

設　計　区　間

徳島県鳴門市
撫養町木津

香川県さぬき市
津田町鶴羽

第１種第２級



（ロ）　設計速度

から

まで

から

まで

（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

香川県さぬき市
津田町鶴羽

香川県高松市
前田東町

徳島県鳴門市
撫養町木津

１００ ３６．２

徳島県鳴門市
撫養町木津

４

工事施工

車線

別　　紙　　１

４ 車線

設　計　区　間 　摘　要

設　計　区　間
設計速度 延　　長

摘　　要
（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

香川県さぬき市
津田町鶴羽

８０ １５．６

用地買収

４車線化
香川県高松市
前田東町



（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

から

まで

から

まで

（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

－ ２．５０ １．２５ ３．７５

橋梁高架部分

香川県さぬき市
津田町鶴羽

香川県高松市
前田東町

－ －
トンネル部分

１．００

０．７５

５，００
土工（掘割）部分

橋梁高架部分

（中小橋） － ３．５０

１．５０

３．５０

－

摘 要
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設計区間 往復分離しない区間構造による区分

２．７５１．００

往復分離する区間

０．７５

２．５０

左　側

１．００

橋梁高架部分

（長大橋）

２．５０

徳島県鳴門市
撫養町木津

土工（掘割）部分
２．５０×２

香川県さぬき市
津田町鶴羽

橋梁高架部分

（中小橋）

計

３．００

左　側 計 右　側

１．７５－

２，５０×２

－

－

（長大橋） －

５．００ ２．５０ １．２５ ３．７５

トンネル部分
－ － １．００ １．００ ２．００

－ １．７５ １．２５



（チ）　中央帯の標準幅員

から

まで

から

まで

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

７５，９７２ 百万円（消費税込み）

徳島県鳴門市
撫養町木津

香川県さぬき市
津田町鶴羽

香川県さぬき市
津田町鶴羽

香川県高松市
前田東町

４．５０メートル（橋梁部）

４．５０メートル（土工部）

３．００メートル（土工部）

３．００メートル（橋梁部）

路線名

－

接続の方法接続の位置

設　計　区　間 幅　　員 摘　　要

備　　　考

別　　紙　　１

他の道路の

－ －



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日（一部外々運用）

平成 年 月 日 （一部外々運用）

平成 年 月 日 （一部外々運用）

平成 年 月 日 （供用開始）

令和 年 月 日 （残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

８３，４２７ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ８３，４２７ 百万円）（消費税込み）

３ ３０３

３０ ６ １６

３０ ９ １３

３１ ３ ８

２４

２９

５

１１

１７

２１
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（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１０１

（長崎県長崎市早坂町から長崎県長崎市中里町まで）に関する

九州横断自動車道長崎大分線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

九州横断自動車道　長崎大分線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 長崎県長崎市早坂町 から

長崎県長崎市中里町 まで

（ロ）　延　　　　長 １１．３ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

摘　　要設　計　区　間
設計速度

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

長崎県長崎市
早坂町

長崎県長崎市
中里町

８０ １１．３



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

－

３．５０－

２．７５

－ １．００

橋梁高架部分

（長大橋）

２．５０

橋梁高架部分

（中小橋）

０．７５

２．５０

１．７５－ １．００

２．５０×２

－ －
トンネル部分

１．００

０．７５

５．００

４ 車線

土工（掘割）部分

４車線化

構造による区分

長崎県長崎市
中里町

長崎県長崎市
早坂町

往復分離する区間

４

摘 要
計

往復分離しない区間

車線

左　側 計 右　側左　側

１．５０

３．５０

工事施工設　計　区　間 　摘　要用地買収
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（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

３．００ メートル （土工部）

－ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

４４，８９３ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 平成 年 月 日（長崎芒塚～長崎多良見間：一部完成）

令和 年 月 日 （長崎芒塚～長崎多良見間：４車線運用開始）

令和 年 月 日

元 ６ ２８

４ ３ ３１

路線名

－

１７

２９

２４

３１

５

３

他の道路の

－ －

接続の位置 接続の方法 備　　　考

別　　紙　　１



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

４８，３２０ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ４７，７３３ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

（和歌山県御坊市野口から和歌山県有田郡有田川町天満まで）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額

別紙１－１０４

一般国道４２号（湯浅御坊道路）



１．工事の内容

（１）　路線名

一般国道４２号 （有料道路名　：　湯浅御坊道路）

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 和歌山県御坊市野口 から

和歌山県有田郡有田川町天満 まで

（ロ）　延　　　　長 １９．４ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種第 ３ 級(道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

設　計　区　間
設計速度 延　　長

摘　　要
（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

和歌山県御坊市
野口

８０ １９．４
和歌山県有田郡
有田川町天満



（ハ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

橋梁高架部分

（長大橋） １．２５×２ ２．５０ １．２５ １．００ ２．２５

橋梁高架部分

（中小橋） １．７５×２ ３．５０ １．７５ １．００ ２．７５

トンネル部分
－ － ０．７５ ０．７５ １．５０

土工（掘割）部分
１．７５×２ ３．５０ １．７５ １．００ ２．７５

４車線化
和歌山県有田郡
有田川町天満

構造による区分 往復分離しない区間 往復分離する区間
摘 要

左　側 計 左　側 右　側 計

和歌山県御坊市
野口

４ 車線 ４ 車線

設　計　区　間 工事施工 用地買収 　摘　要

別　　紙　　１



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

３．００ メートル （土工部）

３．００ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

８９，１２４ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日３１

２５ ７ １２

－ －

別　　紙　　１

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

３

－

路線名

－

１２



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

９４，７８９ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ９０，３９６ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１０５

山陰自動車道鳥取益田線（出雲ＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

山陰自動車道　鳥取益田線

（２）　工事の箇所

島根県出雲市知井宮町

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

別　　紙　　１

他の道路の 接続の位置

島根県出雲市

接続の方法 備　　　考

路線名

県道出雲インター線 出雲インターチェンジ立体接続

知井宮町

１,０１７

一般国道９号 島根県出雲市 平面接続 本線

（出雲・湖陵道路） 知井宮町



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）１,２６２

１,３１６

２６

７

９

３

９

３１

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１０６

沖縄自動車道（幸地ＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

沖縄自動車道

（２）　工事の箇所

沖縄県中頭郡西原町字幸地

（３）　工事方法

（イ）他の道路との接続位置

幸地インターチェンジ（仮称）

別　　紙　　１

他の道路の

中頭郡西原町字幸地

接続の位置 接続の方法 備　　　考

路線名

県道　幸地インター線 沖縄県 立体接続



（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 ２６ 年 ９ 月 ９ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ７ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 百万円）（消費税込み）１,６０４

１,４１２

１,６７５

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１０７

近畿自動車道名古屋神戸線（新名神大津スマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

近畿自動車道　名古屋神戸線

（２）　工事の箇所

滋賀県大津市大石龍門

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

４３４ 百万円（消費税込み）

別　　紙　　１

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

路線名

県道　宇治田原大石東線 滋賀県大津市大石龍門 立体接続 新名神大津スマートインターチェンジ（仮称）



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

４９４ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 －　百万円）（消費税込み）

６ ３ ３１

別　　紙　　１

２６ ９ ９



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１０８

中国縦貫自動車道（湯田温泉スマートIC）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

中国縦貫自動車道

（２）　工事の箇所

山口県山口市吉田

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

２，６３５ 百万円（消費税込み）

別　　紙　　１

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

路線名

市道湯田パーキング線 山口県山口市吉田 立体接続 湯田温泉スマートインターチェンジ



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日（供用開始）

令和 年 月 日（残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

２，８９１ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 －　 百万円）（消費税込み）

２ ３ ２１

３ ３ ３０

別　　紙　　１

２６ ９ ９



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１１０

四国縦貫自動車道（中山スマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

四国縦貫自動車道

（２）　工事の箇所

愛媛県伊予市双海町上灘

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

１,４１３ 百万円（消費税込み）

別　　紙　　１

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

路線名

　市道日尾野引坂線 愛媛県伊予市双海町上灘 立体接続 中山スマートインターチェンジ



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日（供用開始）

令和 年 月 日（残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１，５５１ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 - 百万円）（消費税込み）

２ ３ ２１

３ ３ ３０

別　　紙　　１

２６ ９ ９



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１１１

九州縦貫自動車道鹿児島線（人吉球磨スマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

九州縦貫自動車道鹿児島線

（２）　工事の箇所

熊本県人吉市七地町

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

３，１４４ 百万円（消費税込み）

路線名

人吉球磨スマートインターチェンジ

別　　紙　　１

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

市道スマートインターチェンジ第１号線及び
市道スマートインターチェンジ第２号線 熊本県人吉市浪床町 立体接続



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日（供用開始）

令和 年 月 日（残事業完成）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

３，４４９ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ―　 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１

２６ ９ ９

元 ８ １０

２ ９ ３０



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１１４

一般国道１号（淀川左岸線延伸部）

（大阪府門真市三ツ島一丁目から大阪府大阪市鶴見区緑地公園まで）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

一般国道１号 （有料道路名　：　淀川左岸線延伸部）

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 大阪府門真市三ツ島一丁目 から

大阪府大阪市鶴見区緑地公園 まで

（ロ）　延　　　　長 １．９ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分

から

まで

から

まで

別　　紙　　１

大阪府門真市
三ツ島一丁目

第１種第３級
大阪府門真市
大字薭島

設　計　区　間 摘　　要

大阪府大阪市
鶴見区緑地公園

道路の区分

大阪府門真市
大字薭島

第２種第２級



（ロ）　設計速度

から

まで

から

まで

（ハ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員

から

まで

から

まで

設　計　区　間
設計速度 延　　長

別　　紙　　１

１．１
大阪府大阪市
鶴見区緑地公園

摘　　要
（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

大阪府門真市
三ツ島一丁目

８０ ０．８
大阪府門真市
大字薭島

大阪府門真市
大字薭島

３．２５メートル
大阪府大阪市
鶴見区緑地公園

車線の幅員 摘　　要設　計　区　間

大阪府門真市
三ツ島一丁目

３．５０メートル
大阪府門真市
大字薭島

大阪府門真市
大字薭島

６０



（ホ）　車線数

から

まで

から

まで

車線

別　　紙　　１

大阪府門真市
大字薭島

設　計　区　間 工事施工 用地買収 摘　要

大阪府門真市
三ツ島一丁目

４ 車線 ４

大阪府門真市
大字薭島

４ 車線 ４ 車線
大阪府大阪市
鶴見区緑地公園



（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

から

まで

から

まで

（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

別　　紙　　１

左　側 右　側 計
摘 要

往復分離しない区間 往復分離する区間

左　側 計

－ － － － －

土工（掘割）部分
－ － － － －

２．５０×２ ５．００ － － －

橋梁高架部分

（中小橋） － － － － －

大阪府門真市
三ツ島一丁目

大阪府門真市
大字薭島

大阪府門真市
大字薭島

大阪府大阪市
鶴見区緑地公園

設　計　区　間

土工（掘割）部分

橋梁高架部分

橋梁高架部分

橋梁高架部分

（長大橋）

トンネル部分

構造による区分

（中小橋） － － － － －

－

トンネル部分
－ － － － －

１．２５×２ ２．５０ － －

（長大橋） １．２５×２ ２．５０ － － －



（チ）　中央帯の標準幅員

から － メートル （土工部）

２．２５ メートル （橋梁部）

まで

から １．７５ メートル （土工部）

１．７５ メートル （橋梁部）

まで

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

設　計　区　間 中央帯の標準幅員

大阪府門真市
三ツ島一丁目

大阪府門真市
大字薭島

別　　紙　　１

摘　要

大阪府門真市
大字薭島

大阪府大阪市
鶴見区緑地公園

立体接続 門真ジャンクション

天理吹田線

主要地方道　八尾茨木線 立体接続 門真西インターチェンジ（仮称）

一般国道１号 平面接続 本線（直轄・阪神高速）

（淀川左岸線延伸部）

大阪府門真市大字薭島

大阪府大阪市

鶴見区緑地公園

大阪府門真市

三ツ島一丁目

大阪府門真市大字薭島

他の道路の 接続の位置

大阪府大阪市鶴見区茨田大宮二丁目

接続の方法 備　　　考

路線名

一般国道１号 平面接続 本線

（第二京阪道路）

近畿自動車道



（４）　工事予算

６１，０７５ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

８３，００９ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ７９，２４７ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１

１４ ３ ３１

２９ ６ ７



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１１５

一般国道1号（油小路線）（京都南JCT）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

一般国道1号

（有料道路名：油小路線）

（２）　工事の箇所

京都府京都市伏見区竹田真幡木町

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

接続の方法 備　　　考

別　　紙　　１

路線名

中央自動車道　西宮線

他の道路の 接続の位置

京都府京都市

３０，８２９

京都南ジャンクション（仮称）立体接続

伏見区竹田真幡木町



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手予定年月日 令和 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

※本事業については、都市計画決定の上、事業の着手を行うものとする。

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

３９，８２７ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ３８，０６３ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１

２

１１

９

３

１

３１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１１９

近畿自動車道名古屋神戸線（城陽スマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

近畿自動車道　名古屋神戸線

（２）　工事の箇所

京都府城陽市富野長谷山

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

２，７３７ 百万円（消費税込み）

別　　紙　　１

市道　城陽スマートインター線(仮称） 京都府城陽市富野長谷山 立体接続 城陽スマートインターチェンジ（仮称）

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

路線名



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

３，１８６ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 －　百万円）（消費税込み）

６ ３ ３１

別　　紙　　１

２９ ９ ２２



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１２０

中国横断自動車道尾道松江線（加茂BSスマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

中国横断自動車道　尾道松江線

（２）　工事の箇所

島根県雲南市加茂町三代

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

２，１０３ 百万円（消費税込み）

別　　紙　　１

市道　加茂インター線（仮称） 島根県雲南市加茂町三代 立体接続 加茂BSスマートインターチェンジ（仮称）

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

路線名



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

２，４０４ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 －　百万円）（消費税込み）

４ ６ ３０

別　　紙　　１

２９ ９ ２２



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１２１

（兵庫県神戸市西区伊川谷町井吹から兵庫県神戸市西区平野町中津まで）に関する

一般国道２号（第二神明道路）

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

一般国道２号 （有料道路名　：　第二神明道路）

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 兵庫県神戸市西区伊川谷町井吹 から

兵庫県神戸市西区平野町中津 まで

（ロ）　延　　　　長 ６．２ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 １ 種第 ３ 級 (道路構造令)

別　　紙　　１



（ハ）　設計速度

から

まで

（ニ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（へ）　車線数

から

まで

工事施工

別　　紙　　１

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

兵庫県神戸市西区
伊川谷町井吹

兵庫県神戸市西区
平野町中津

摘　　要設　計　区　間
設計速度

　摘　要

８０ ６．２

設　計　区　間

兵庫県神戸市西区
伊川谷町井吹

用地買収

車線車線 ４４
兵庫県神戸市西区
平野町中津



（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（チ）　付加車線の標準幅員 － メートル

（リ）　中央帯の標準幅員

３．００ メートル （土工部）

３．００ メートル （橋梁部）

-３．５０

－

-

-

-５．００

－
トンネル部分

２．５０×２

土工（掘割）部分
－

－

－

橋梁高架部分

（長大橋）

２．５０×２

－ －

-

－

-

１．７５×２

（中小橋）

５．００

橋梁高架部分

計

往復分離する区間

左　側
摘 要

別　　紙　　１

構造による区分 往復分離しない区間

右　側左　側 計



（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

百万円（消費税込み）

（第二神明道路） 平野町中津

一般国道１７５号

平野町下村

立体接続

（阪神高速７号北神戸線） 伊川谷町井吹

一般国道２号 兵庫県神戸市西区 立体接続 石ケ谷ジャンクション（仮称）

伊川谷町別府

兵庫県道高速北神戸線 兵庫県神戸市西区

兵庫県神戸市西区 立体接続 平野西インターチェンジ（仮称）

他の道路の

平面接続

（第二神明道路） 伊川谷町井吹

兵庫県神戸市西区

路線名

一般国道２号

備　　　考接続の方法

別　　紙　　１

接続の位置

永井谷ジャンクション

永井谷ジャンクション

永井谷インターチェンジ（仮称）

櫨谷インターチェンジ（仮称）

平野東インターチェンジ（仮称）一般国道２号 兵庫県神戸市西区 立体接続

平野町向井

一般国道２号 兵庫県神戸市西区 立体接続

櫨谷町菅野

一般国道２号 兵庫県神戸市西区 立体接続

４０，６９６



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日

イ 兵庫県神戸市西区平野町中津（ＳＴＡ１７６+８０）から兵庫県神戸市西区平野町中津（ＳＴＡ１８１+０５）

平成 年 月 日

ロ 兵庫県神戸市西区平野町下村（ＳＴＡ１６３+８０）から兵庫県神戸市西区平野町中津（ＳＴＡ１７６+８０）

平成 年 月 日

ハ 兵庫県神戸市西区櫨谷町菅野（ＳＴＡ１４８+４０）から兵庫県神戸市西区平野町下村（ＳＴＡ１６３+８０）

平成 年 月 日

二 兵庫県神戸市西区櫨谷町菅野（ＳＴＡ１３４+８０）から兵庫県神戸市西区櫨谷町菅野（ＳＴＡ１４８+４０）

平成 年 月 日

ホ 兵庫県神戸市西区伊川谷伊吹（ＳＴＡ１１９+０４）から兵庫県神戸市西区櫨谷町菅野（１３４+８０）

平成 年 月 日

　・　なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手年月日とは、各区間の全ての範囲について、

　　会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受ける年月日をいう。

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

５ １

３１

別　　紙　　１

７ ３

３０ ５ １

３０ ９ １

３０ ５ １

３０ ９ １

３０



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ４５，０５９ 百万円）（消費税込み）

４７，１５３

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１２２

一般国道１０号（延岡南道路）

（宮崎県延岡市石田町から宮崎県延岡市伊形町まで）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

一般国道１０号

（有料道路名　：　延岡南道路）

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 宮崎県延岡市石田町 から

宮崎県延岡市伊形町 まで

（ロ）　延　　　　長 ０．７ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種第 ２ 級 (道路構造令)

・なお、暫定施工時は、第１種第３級（道路構造令） 

（ロ）　設計速度

から

まで

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

宮崎県延岡市石田町

１００ ０．７

宮崎県延岡市伊形町

設　計　区　間
設計速度 延　　長

摘　　要
（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

別　　紙　　１



（ハ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

-

橋梁高架部分

（長大橋） - - - - -

-

橋梁高架部分

（中小橋） １．７５×２ ３．５０ -

-

土工（掘割）部分
１．７５×２ ３．５０ - - -

トンネル部分
- - - -

構造による区分 往復分離しない区間 往復分離する区間
摘 要

左　側 計 左　側 右　側 計

宮崎県延岡市伊形町

別　　紙　　１

３．５０

設　計　区　間 工事施工 用地買収 摘　要

宮崎県延岡市石田町

２ 車線 ４ 車線



（ト）　付加車線の標準幅員 メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

－ メートル （土工部）

－ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

一般国道１０号（延岡道路） 宮崎県延岡市石田町 平面接続

宮崎県延岡市伊形町 立体接続 延岡南インターチェンジ

路線名

一般国道１０号

別　　紙　　１

－

他の道路の

本線

接続の位置 接続の方法 備　　　考



（４）　工事予算

２，０９２ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日（延岡南料金所完成）

令和 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

２，５４５ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ２，４４７ 百万円）（消費税込み）

３ ３ ３１

別　　紙　　１

３０ ５ １

２ ３ ２９



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１２３

一般国道１０号（隼人道路）

（鹿児島県霧島市隼人町住吉から鹿児島県姶良市加治木町反土まで）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

一般国道１０号

（有料道路名　：隼人道路）

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 鹿児島県霧島市隼人町住吉 から

鹿児島県姶良市加治木町反土 まで

（ロ）　延　　　　長 ７．３ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 １ 種第 ３ 級 (道路構造令)

別　　紙　　１



（ハ）　設計速度

から

まで

（ニ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 メートル

（ヘ）　車線数

から

まで

別　　紙　　１

鹿児島県霧島市隼人町住吉

４ 車線 ４ 車線 ４車線化

鹿児島県姶良市加治木町反土

３．５０

設　計　区　間

８０ ７．３

工事施工 用地買収 摘　要

鹿児島県姶良市加治木町反土

鹿児島県霧島市隼人町住吉

設　計　区　間
設計速度 延　　長

摘　　要
（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）



（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（チ）　付加車線の標準幅員 メートル

（リ）　中央帯の標準幅員

メートル （土工部）

メートル （橋梁部）

－ － －

２．７５１．７５ １．００

０．７５ ０．７５ １．５０

（長大橋） １．２５×２ １．２５ １．００ ２．２５

－

３．００

摘 要
往復分離しない区間 往復分離する区間

左　側 左　側 右　側 計

別　　紙　　１

－ －

構造による区分

２．５０

３．５０

計

橋梁高架部分

土工（掘割）部分
１．７５×２ ３．５０

橋梁高架部分

（中小橋） １．７５×２

トンネル部分

３．００



（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

２５，２８０ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

・ なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手年月日とは、各区間の全ての範囲について、

会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受ける年月日をいう。

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

２９，９２３ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ２８，５４８ 百万円）（消費税込み）

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

別　　紙　　１

３１

－ －

３０ ５ １

３

路線名

－

７



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１２４

一般国道２４号（京奈和自動車道（大和北道路））

（奈良県奈良市歌姫町から奈良県奈良市八条三丁目まで）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

一般国道２４号 （有料道路名　：　京奈和自動車道（大和北道路））

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 奈良県奈良市歌姫町 から

奈良県奈良市八条三丁目 まで

（ロ）　延　　　　長 ６．１ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 １ 種第 ３ 級 (道路構造令)

（ハ）　設計速度

から

まで

設　計　区　間
設計速度

別　　紙　　１

奈良県奈良市歌姫町

延　　長
摘　　要

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

８０ ６．１

奈良県奈良市八条三丁目



（二）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（へ）　車線数

から

まで

（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

橋梁高架部分

（中小橋）

－ １．２５ ０．７５ ２．０

１．２５×２ ２．５０ － － －

橋梁高架部分

（長大橋） １．２５×２ ２．５０ － － －

摘 要
左　側 計 左　側 右　側 計

土工（掘割）部分
１．２５×２ ２．５０ － － －

トンネル部分
－

設　計　区　間 工事施工 用地買収 　摘　要

奈良県奈良市歌姫町

４ 車線

別　　紙　　１

４ 車線

奈良県奈良市八条三丁目

構造による区分 往復分離しない区間 往復分離する区間



（チ）　付加車線の標準幅員 － メートル

（リ）　中央帯の標準幅員

１．５０ メートル （土工部）

１．５０ メートル （橋梁部）

（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（仮称）

（仮称）

（４）　工事予算

７８，２２３ 百万円（消費税込み）

他の道路の

別　　紙　　１

奈良県奈良市歌姫町

奈良県奈良市左京五丁目

立体接続 奈良インターチェンジ

立体接続 奈良北インターチェンジ

（都）西九条佐保線 奈良県奈良市八条三丁目

接続の方法 備　　　考

路線名

一般国道２４号 平面接続 本線

（京奈和自動車道（京奈道路））

一般国道２４号

接続の位置



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日

イ 奈良県奈良市歌姫町（ＳＴＡ６+００）から奈良県奈良市法華寺町（ＳＴＡ２８+２９）まで

平成 年 月 日

ロ 奈良県奈良市法華寺町（ＳＴＡ２８+２９）から奈良県奈良市八条三丁目（ＳＴＡ６７+２６）まで

令和 年 月 日（予定）

・ なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手（予定）年月日とは、各区間の全ての範囲について、

会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受ける（予定）年月日をいう。

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１０１，９１０ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ９７，２１２ 百万円）（消費税込み）

１５ ３ ３１

別　　紙　　１

３０ ５ １

９ １０ １



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１２５

一般国道２４号（京奈和自動車道（大和北道路））

（奈良県奈良市八条三丁目から奈良県大和郡山市横田町まで）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

一般国道２４号 （有料道路名　：　京奈和自動車道（大和北道路））

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 奈良県奈良市八条三丁目 から

奈良県大和郡山市横田町 まで

（ロ）　延　　　　長 ６．３ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 １ 種第 ３ 級(道路構造令)

（ハ）　設計速度

から

まで

延　　長
摘　　要

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

８０ ６．３

設　計　区　間

別　　紙　　１

奈良県奈良市八条三丁目

設計速度

奈良県大和郡山市横田町



（二）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（へ）　車線数

から

まで

（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

４ 車線

奈良県大和郡山市横田町

構造による区分 往復分離しない区間 往復分離する区間

－

橋梁高架部分

（中小橋） １．２５×２ ２．５０ － －

別　　紙　　１

トンネル部分
－ － - - -

奈良県奈良市八条三丁目

４ 車線

設　計　区　間 工事施工 用地買収

－

　摘　要

橋梁高架部分

（長大橋） １．２５×２ ２．５０ － － －

摘 要
左　側 計 左　側 右　側 計

土工（掘割）部分
１．２５×２ ２．５０ － －



（チ）　付加車線の標準幅員 － メートル

（リ）　中央帯の標準幅員

１．５０ メートル （土工部）

１．５０ メートル （橋梁部）

（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（仮称）

（仮称）

（仮称）

（仮称）

奈良県奈良市杏町

西名阪自動車道 奈良県大和郡山市横田町

（京奈和自動車道（大和御所道路））

立体接続 郡山下ツ道ジャンクション

別　　紙　　１

一般国道２４号 奈良県大和郡山市美濃庄町 立体接続 大和郡山北インターチェンジ（南）

立体接続 奈良インターチェンジ（都）西九条佐保線 奈良県奈良市八条三丁目

一般国道２４号 奈良県大和郡山市横田町 平面接続 郡山下ツ道ジャンクション

他の道路の 接続の方法 備　　　考

路線名

接続の位置

一般国道２４号 奈良県大和郡山市横田町 立体接続 大和郡山インターチェンジ

一般国道２４号 立体接続 大和郡山北インターチェンジ（北）



（４）　工事予算

４５，０６６ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日

イ 奈良県奈良市八条三丁目（ＳＴＡ６７+２６）から奈良県大和郡山市美濃庄町（ＳＴＡ９９+２１）まで

令和 年 月 日（予定）

ロ 奈良県大和郡山市美濃庄町（ＳＴＡ９９+２１）から奈良県大和郡山市横田町（ＳＴＡ１３０+３２）まで

平成 年 月 日

・ なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手（予定）年月日とは、各区間の全ての範囲について、

会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受ける（予定）年月日をいう。

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

５６，４１２ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ５３，８３７ 百万円）（消費税込み）

７ ４ １

３０ ５ １

１０ ３ ３１

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

（大阪府東大阪市西石切町から奈良県奈良市宝来町まで）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額

別紙１－１２６

一般国道１６３号（第二阪奈道路）



１．工事の内容

（１）　路線名

一般国道１６３号 （有料道路名　：　第二阪奈道路）

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 大阪府東大阪市西石切町 から

奈良県奈良市宝来町 まで

（ロ）　延　　　　長 １３．４ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

設　計　区　間
設計速度 延　　長

摘　　要
（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

大阪府東大阪市
西石切町

６０ １３．４
奈良県奈良市
宝来町



（ハ）　設計自動車荷重 　　ＴＬ－２０ ｔ 及び ２５ ｔ

（二）　車線の幅員 ３．５ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

橋梁高架部分

（長大橋） １．２５×２ ２．５０ － － －

橋梁高架部分

（中小橋） - - - - -

トンネル部分
- - ０．７５ ０．７５ １．５０

土工（掘割）部分
１．２５×２ ２．５０ － － －

奈良県奈良市
宝来町

構造による区分 往復分離しない区間 往復分離する区間
摘 要

左　側 計 左　側 右　側 計

大阪府東大阪市
西石切町

４ 車線 ４ 車線

設　計　区　間 工事施工 用地買収 摘　要

別　　紙　　１



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

２．２５ メートル （土工部）

２．２５ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

９５，６６７ 百万円（消費税込み）

他の道路の路線名 接続の位置

立体接続 小瀬インターチェンジ

備　　　考接続の方法

西石切インターチェンジ

壱分インターチェンジ

平面接続

生駒市壱分町

都市計画道路菜畑乙田線 生駒市小瀬町

都市計画道路高山富雄小泉線 奈良市中町

奈良県道奈良生駒線 奈良市宝来町

立体接続 中町インターチェンジ

平面接続 宝来インターチェンジ

立体接続

立体接続

本線

別　　紙　　１

一般国道１６３号 東大阪市西石切町

一般国道３０８号 東大阪市西石切町

一般国道１６８号（奈良西幹線）



（５）　工事の着手および完成の年月日

①工事の着手年月日 平成 ３１ 年 ３ 月 ３１ 日

②工事の完成年月日 平成 ３１ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

９５，７９６ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 － 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１２７

一般国道４９７号（西九州自動車道（佐世保道路））

（長崎県北松浦郡佐々町沖田免から長崎県佐世保市大塔町まで）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

一般国道４９７号

（有料道路名　：西九州自動車道（佐世保道路））

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 長崎県北松浦郡佐々町沖田免 から

長崎県佐世保市大塔町 まで

（ロ）　延　　　　長 １６．９ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 １ 種第 ３ 級 (道路構造令)

別　　紙　　１



（ハ）　設計速度

から

まで

（ニ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 メートル

（ヘ）　車線数

から

まで

長崎県北松浦郡佐々町沖田免

別　　紙　　１

長崎県北松浦郡佐々町沖田免

４ 車線 ４ 車線 ４車線化

長崎県佐世保市大塔町

延　　長
摘　　要

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

８０ １６．９

長崎県佐世保市大塔町

３．５０

設　計　区　間 工事施工 用地買収 摘　要

設　計　区　間
設計速度



（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

（チ）　付加車線の標準幅員 メートル

（リ）　中央帯の標準幅員

メートル （土工部）

メートル および メートル （橋梁部）

トンネル部分
－ －

構造による区分

２．７５１．７５×２ ３．５０

１．７５×２ ３．５０ －

橋梁高架部分

２．２５（長大橋） １．２５×２

－ －

２．５０ １．２５

往復分離しない区間 往復分離する区間

土工（掘割）部分

橋梁高架部分

２．２５

（中小橋）

左　側 右　側 計

０．７５ ０．７５ １．５０

１．７５ １．００

左　側 計
摘 要

別　　紙　　１

－

３．００

３．００

１．００



（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

９０，８００ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

・ なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手年月日とは、各区間の全ての範囲について、

会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受ける年月日をいう。

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１１７，６９１ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １１２，２７０ 百万円）（消費税込み）

１０

３０ ５ １

３ ３１

別　　紙　　１

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

－－ －

路線名



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１２８

四国縦貫自動車道（東温スマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

四国縦貫自動車道

（２）　工事の箇所

愛媛県東温市田窪

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

２，０９５ 百万円（消費税込み）

　市道　高速道路２号線

別　　紙　　１

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

路線名

　市道　高速側道１号線　及び 愛媛県東温市田窪 立体接続 東温スマートインターチェンジ（仮称）



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

２，５１６ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 －　百万円）（消費税込み）

６ ３ ３１

別　　紙　　１

３０ ９ １



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１２９

九州縦貫自動車道鹿児島線（味坂スマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

九州縦貫自動車道鹿児島線

（２）　工事の箇所

佐賀県鳥栖市酒井東町

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

３，０４２ 百万円（消費税込み）

別　　紙　　１

県道鳥栖朝倉線(仮称） 佐賀県鳥栖市酒井東町 立体接続 味坂スマートインターチェンジ（仮称）

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

路線名



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 平成 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

３，６６３ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 －　百万円）（消費税込み）

６ ３ ３１

別　　紙　　１

３０ ９ １



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１３０

近畿自動車道名古屋神戸線

（滋賀県甲賀市甲賀町岩室から滋賀県大津市上田上牧町まで）（改築）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

近畿自動車道　名古屋神戸線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 滋賀県甲賀市甲賀町岩室 から

滋賀県大津市上田上牧町 まで

（ロ）　延　　　　長 ２８．５ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第１種第１級（道路構造令）

（ロ）　設計速度

から

まで

摘　　要
（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）

別　　紙　　１

設　計　区　間
設計速度 延　　長

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

滋賀県甲賀市
甲賀町岩室

１２０ ２８．５
滋賀県大津市
上田上牧町



（ハ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０メートル、　３．７５メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

から

まで

１．００ １．００ ２．００

設　計　区　間 工事施工 用地買収 摘　要

滋賀県甲賀市
甲賀町岩室

６ 車線 ６ 車線 ６車線化
滋賀県大津市
上田上牧町

土工（掘割）部分
３．００×２ ６．００ ３．００ １．７５ ４．７５

３．００ １．２５ ４．２５６．００

－ －

往復分離しない区間 往復分離する区間

左　側 計

橋梁高架部分

（中小橋） ３．００×２ ６．００ ３．００ １．７５ ４．７５

滋賀県甲賀市
甲賀町岩室

滋賀県大津市
上田上牧町

設　計　区　間

橋梁高架部分

（長大橋）

トンネル部分

構造による区分

３．００×２

左　側 右　側 計
摘 要

別　　紙　　１



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員 ４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

１０１，８５２ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 令和 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

他の道路の 接続の方法 備　　　考

路線名

県道甲賀土山線 立体接続 甲賀土山インターチェンジ

県道柑子塩野線

滋賀県甲賀市

甲賀町岩室

接続の位置

元 ５ １

９ ３ ３１

甲南町新治

立体接続 甲南インターチェンジ

一般国道３０７号 立体接続

滋賀県甲賀市

信楽インターチェンジ滋賀県甲賀市

信楽町黄瀬

別　　紙　　１



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１２８，１９１ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １２２，４９７ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１３２

一般国道３１号（広島呉道路）

（広島県安芸郡坂町横浜東から広島県呉市二河町まで）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

一般国道３１号 （有料道路名　：　広島呉道路）

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 広島県安芸郡坂町横浜東 から

広島県呉市二河町 まで

（ロ）　延　　　　長 １２．２ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　事業方式 一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　道路の区分 第 １ 種第 ３ 級(道路構造令)

別　　紙　　１



（ハ）　設計速度

から

まで

（ニ）　設計自動車荷重 　　２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（ホ）　車線の幅員 メートル

（ヘ）　車線数

から

まで

工事施工

設　計　区　間
設計速度 延　　長

別　　紙　　１

摘　　要
（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

広島県呉市
二河町

広島県安芸郡坂町
横浜東

８０ １２．２

３．５０

設　計　区　間 用地買収 摘　要

広島県安芸郡坂町
横浜東

４ 車線 ４ 車線 ４車線化
広島県呉市
二河町



（ト）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

から

まで

（チ）　付加車線の標準幅員 － メートル

（リ）　中央帯の標準幅員

メートル （土工部）

メートル （橋梁部）

１．５０

２．７５

広島県安芸郡坂町
横浜東

広島県呉市
二河町

設　計　区　間

３．５０ １．７５

１．７５ １．００ ２．７５

トンネル部分

構造による区分

１．２５×２

１．７５×２

－ －

別　　紙　　１

左　側 右　側 計
摘 要

往復分離しない区間 往復分離する区間

左　側 計

０．７５ ０．７５

橋梁高架部分

１．２５ １．００ ２．２５

１．００

橋梁高架部分

（中小橋）

２．５０（長大橋）

３．００

３．００

土工（掘割）部分
１．７５×２ ３．５０



（ヌ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

７４，３２５ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 令和 年 月 日

・ なお、一般国道事業と有料道路事業による事業方式における工事の着手年月日とは、各区間の全ての範囲について、

会社が一般国道事業者から事業引継ぎを受ける年月日をいう。

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

９４，３６３ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ９０，１２３ 百万円）（消費税込み）

他の道路の 接続の方法 備　　　考

路線名

接続の位置

―― ―

元 ７ １

別　　紙　　１

１１ ３ ３１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び３号に定める協定記載事項）

別紙１－１３３

四国縦貫自動車道（阿波スマートＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

四国縦貫自動車道

（２）　工事の箇所

徳島県阿波市市場町

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

２，５９０ 百万円（消費税込み）

別　　紙　　１

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

路線名

市道高速インター線(仮称） 徳島県阿波市市場町 立体接続 阿波スマートインターチェンジ（仮称）



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 令和 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

３，１４５ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 －　百万円）（消費税込み）

８ ３ ３１

別　　紙　　１

元 １０ ２４



別紙１－１３３の次に次の別紙を加える。 



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１３４

一般国道２号（広島岩国道路）（大竹西JCT）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

一般国道２号 （有料道路名：広島岩国道路）

（２）　工事の箇所

広島県大竹市御園

（３）　工事方法

（イ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

１，０００ 百万円（消費税込み）

別　　紙　　１

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

路線名

一般国道2号（岩国大竹道路） 広島県大竹市御園 立体接続 大竹西ジャンクション（仮称）



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 令和 ２ 年 ５ 月 １ 日

②工事の完成予定年月日 令和 １３ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１，２９５ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １，２４１ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１３５

一般国道１９６号（今治・小松自動車道（今治小松道路））（今治湯ノ浦ＩＣ）に関する

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

一般国道１９６号　（有料道路名：今治・小松自動車道（今治小松道路））

（２）　工事の箇所

愛媛県今治市長沢

（３）　工事方法

（イ）事業方式

一般国道事業と有料道路事業による事業方式

（ロ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

本線

今治湯ノ浦インターチェンジ

他の道路の 接続の位置 接続の方法 備　　　考

路線名

一般国道１９６号 愛媛県 平面接続

（今治道路） 今治市長沢

一般国道１９６号 愛媛県 立体接続

今治市長沢

別　　紙　　１



（４）　工事予算

３，００６ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 令和 ２ 年 ５ 月 １ 日

②工事の完成予定年月日 令和 ７ 年 ３ 月 ３１ 日

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

３，８４５ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ３，６８６ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１３６

（福井県大飯郡おおい町福谷から福井県小浜市鯉川まで）に関する

近畿自動車道敦賀線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

近畿自動車道　敦賀線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 福井県大飯郡おおい町福谷 から

福井県小浜市鯉川 まで

（ロ）　延　　　　長 １１．５ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

設計速度 延　　長
設　計　区　間 摘　　要

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

福井県大飯郡
おおい町福谷

８０ １１．５
福井県小浜市
鯉川



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

トンネル部分

３．５０

－

１．２５２．５０

３．５０

－

１．２５×２

１．７５

橋梁高架部分

（中小橋）

（長大橋）

１．００

橋梁高架部分

２．７５１．７５×２

２．２５１．００

０．７５

１．７５

摘 要
左　側 計

１．５０

２．７５１．００

０．７５

土工（掘割）部分

４車線化

構造による区分

福井県小浜市
鯉川

福井県大飯郡
おおい町福谷

右　側

４

左　側 計

往復分離しない区間

車線４ 車線

往復分離する区間

１．７５×２

工事施工設　計　区　間 　摘　要用地買収

別　　紙　　１



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

３．００ メートル （土工部）

３．００ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

２０，０００ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 令和 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

－

１

３１

－

路線名

－

２

１２

５

３

他の道路の

別　　紙　　１

備　　　考接続の位置 接続の方法



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

２６，００９ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ２４，８０２ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１３７

（岡山県真庭市蒜山西茅部から鳥取県日野郡江府町佐川まで）に関する

中国横断自動車道岡山米子線

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

中国横断自動車道岡山米子線

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 岡山県真庭市蒜山西茅部 から

鳥取県日野郡江府町佐川 まで

（ロ）　延　　　　長 １５．３ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種 第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

岡山県真庭市
蒜山西茅部

８０ １５．３
鳥取県日野郡
江府町佐川

別　　紙　　１

設計速度 延　　長
設　計　区　間 摘　　要

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時）



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

工事施工設　計　区　間 　摘　要用地買収

別　　紙　　１

土工（掘割）部分

４車線化

構造による区分

鳥取県日野郡
江府町佐川

岡山県真庭市
蒜山西茅部

右　側

４

左　側 計

往復分離しない区間

車線４ 車線

往復分離する区間

１．７５×２

０．７５

１．７５

摘 要
左　側 計

１．５０

２．７５１．００

０．７５

橋梁高架部分

（中小橋）

（長大橋）

－

橋梁高架部分

－－

２．２５１．００

トンネル部分

３．５０

－

１．２５２．５０

－

－

１．２５×２

－



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

３．００ メートル （土工部）

３．００ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

２５，０００ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 令和 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

他の道路の

別　　紙　　１

備　　　考接続の位置 接続の方法

路線名

－

２

１２

５

３

－

１

３１

－



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

３２，５３９ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ３１，０２８ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１３８

（徳島県阿波市土成町吉田から徳島県美馬市脇町拝原まで）に関する

四国縦貫自動車道

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

四国縦貫自動車道

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 徳島県阿波市土成町吉田 から

徳島県美馬市脇町拝原 まで

（ロ）　延　　　　長 １８．８ キロメートル

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種第 ２ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

設計速度 延　　長
設　計　区　間 摘　　要

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

徳島県阿波市土成町吉田

１００ １８．８

徳島県美馬市脇町拝原



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

トンネル部分

５．００

－

１．７５３．５

－

－

１．７５×２

２．５０

橋梁高架部分

（中小橋）

（長大橋）

１．２５

橋梁高架部分

３．７５－

２．７５１．００

１．００

２．５０

摘 要
左　側 計

２．００

３．７５１．２５

１．００

土工（掘割）部分

４車線化

構造による区分

徳島県美馬市脇町拝原

徳島県阿波市土成町吉田

右　側

４

左　側 計

往復分離しない区間

車線４ 車線

往復分離する区間

２．５０×２

工事施工設　計　区　間 　摘　要用地買収

別　　紙　　１



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

４６，０００ 百万円（消費税込み）

（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 令和 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

－

１

３１

－

路線名

－

２

１２

５

３

他の道路の

別　　紙　　１

備　　　考接続の位置 接続の方法



２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

５７，１４４ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ５４，４９１ 百万円）（消費税込み）

別　　紙　　１



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１３９

（愛媛県伊予市稲荷から愛媛県喜多郡内子町内子まで）に関する

四国縦貫自動車道

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

四国縦貫自動車道

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 愛媛県伊予市稲荷 から

愛媛県喜多郡内子町内子 まで

（なお、事業着手する区間については愛媛県伊予市中山町中山から愛媛県喜多郡内子町内子までとする。）

（ロ）　延　　　　長 ２４．０ キロメートル （９．７キロメートル）

※（　）内は、愛媛県伊予市中山町中山から愛媛県喜多郡内子町内子までを表す

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種第 ３ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

設計速度 延　　長
設　計　区　間 摘　　要

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

愛媛県伊予市稲荷

８０ ２４．０

愛媛県喜多郡内子町内子



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

トンネル部分

３．５０

－

１．２５２．５０

３．５０

－

１．２５×２

－

橋梁高架部分

（中小橋）

（長大橋）

－

橋梁高架部分

－１．７５×２

２．２５１．００

０．７５

１．７５

左　側 計

１．５０

２．７５１．００

０．７５

土工（掘割）部分

４車線化

構造による区分

愛媛県喜多郡内子町内子

愛媛県伊予市稲荷

右　側

４

左　側 計

往復分離しない区間

車線４ 車線

往復分離する区間

１．７５×２

摘 要

工事施工設　計　区　間 　摘　要用地買収

別　　紙　　１



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

３．００ メートル （土工部）

３．００ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

９４，０００ 百万円（消費税込み）

（うち、愛媛県伊予市中山町中山から愛媛県喜多郡内子町内子までの工事予算 ６０，０００ 百万円（消費税込み））

－ －

路線名

－

他の道路の

別　　紙　　１

備　　　考接続の位置 接続の方法



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 令和 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

（なお、上記については愛媛県伊予市中山町中山から愛媛県喜多郡内子町内子までの工事の着手および完成の予定年月日を表す。）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

７４，４００ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 ７１，２４９ 百万円）（消費税込み）

（なお、上記については愛媛県伊予市中山町中山から愛媛県喜多郡内子町内子までの債務引受限度額および助成対象基準額を表す。）

１

３１

別　　紙　　１

２

１２

５

３



（協定第４条第１項及び第５条第１項関連）

（機構法第１３条第１項第２号及び４号に定める協定記載事項）

別紙１－１４０

（鹿児島県日置市東市来町美山から 鹿児島県日置市伊集院町下谷口まで）に関する

一般国道３号（南九州西回り自動車道（市来～鹿児島西））

工事の内容 及び 工事に要する費用に係る債務引受限度額



１．工事の内容

（１）　路線名

一般国道３号（南九州西回り自動車道（市来～鹿児島西））

（２）　工事の区間

(イ）　工事の区間 鹿児島県日置市東市来町美山 から

鹿児島県日置市伊集院町下谷口 まで

（なお、事業着手する区間については鹿児島県日置市東市来町美山から鹿児島県日置市伊集院町大田までとする。）

（ロ）　延　　　　長 ６．１ キロメートル （２．３キロメートル）

※（　）内は、鹿児島県日置市東市来町美山から鹿児島県日置市伊集院町大田までを表す

（３）　工事方法

（イ）　道路の区分 第 １ 種第 ２ 級 (道路構造令)

（ロ）　設計速度

から

まで

別　　紙　　１

設計速度 延　　長
設　計　区　間 摘　　要

（ｷﾛﾒｰﾄﾙ/時） （ｷﾛﾒｰﾄﾙ）

鹿児島県日置市東市来町美山

１００ ６．１

鹿児島県日置市伊集院町下谷口



（ハ）　設計自動車荷重 ２４５ｋＮ　(Ｂ活荷重）

（二）　車線の幅員 ３．５０ メートル

（ホ）　車線数

から

まで

（へ）　路肩の標準幅員

(単位：メートル）

トンネル部分

５．００

－

－３．５０

－

－

１．７５×２

－

橋梁高架部分

（中小橋）

（長大橋）

－

橋梁高架部分

－－

－－

－

－

左　側 計

－

－－

－

土工（掘割）部分

４車線化

構造による区分

鹿児島県日置市伊集院町下谷口

鹿児島県日置市東市来町美山

右　側

４

左　側 計

往復分離しない区間

車線４ 車線

往復分離する区間

２．５０×２

摘 要

工事施工設　計　区　間 　摘　要用地買収

別　　紙　　１



（ト）　付加車線の標準幅員 － メートル

（チ）　中央帯の標準幅員

４．５０ メートル （土工部）

４．５０ メートル （橋梁部）

（リ）　他の道路との接続位置及び接続の方法

（４）　工事予算

３２，９３３ 百万円（消費税込み）

（うち、鹿児島県日置市東市来町美山から鹿児島県日置市伊集院町大田までの工事予算 １４，０００ 百万円（消費税込み））

－ －

路線名

－

他の道路の

別　　紙　　１

備　　　考接続の位置 接続の方法



（５）　工事の着手および完成の予定年月日

①工事の着手年月日 令和 年 月 日

②工事の完成予定年月日 令和 年 月 日

（なお、上記については鹿児島県日置市東市来町美山から鹿児島県日置市伊集院町大田までの工事の着手および完成の予定年月日を表す。）

２．工事に要する費用に係る債務引受限度額

１８，１８６ 百万円（消費税込み）

（うち、助成対象基準額 １７，３４２ 百万円）（消費税込み）

（なお、上記については鹿児島県日置市東市来町美山から鹿児島県日置市伊集院町大田までの債務引受限度額および助成対象基準額を表す。）

１

３１

別　　紙　　１

２

１２

５

３



別紙３を次のとおり改める。 



修繕に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額

別紙３

（協定第5条第2項関連）

（機構法第13条第1項第4号に定める協定記載事項）



修繕に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額

（消費税込み）

年度 債務引受限度額

Ｈ１８ 16,786百万円

Ｈ１９ 24,426百万円

Ｈ２０ 25,020百万円

Ｈ２１ 26,890百万円

Ｈ２２ 37,352百万円

Ｈ２３ 37,947百万円

Ｈ２４ 42,569百万円

Ｈ２５ 55,252百万円

Ｈ２６ 79,077百万円

Ｈ２７ 68,933百万円

Ｈ２８ 83,973百万円

Ｈ２９ 78,967百万円

Ｈ３０ 82,732百万円

Ｒ１ 172,530百万円

Ｒ２ 290,407百万円

Ｒ３ 286,729百万円

Ｒ４ 102,835百万円

Ｒ５ 173,061百万円

Ｒ６ 146,187百万円

Ｒ７ 140,933百万円

Ｒ８ 128,920百万円

Ｒ９ 44,080百万円

Ｒ１０ 43,724百万円

Ｒ１１ 44,561百万円

Ｒ１２ 45,925百万円

Ｒ１３ 46,884百万円

Ｒ１４ 48,784百万円

Ｒ１５ 49,471百万円

Ｒ１６ 51,763百万円

Ｒ１７ 50,947百万円

Ｒ１８ 51,601百万円

Ｒ１９ 51,888百万円

Ｒ２０ 52,831百万円

Ｒ２１ 52,908百万円

Ｒ２２ 53,269百万円

Ｒ２３ 53,432百万円

Ｒ２４ 53,129百万円

Ｒ２５ 53,431百万円

Ｒ２６ 52,751百万円

Ｒ２７ 52,023百万円

Ｒ２８ 52,016百万円

Ｒ２９ 52,779百万円

Ｒ３０ 53,408百万円

Ｒ３１ 52,318百万円

Ｒ３２ 52,841百万円

Ｒ３３ 53,946百万円

Ｒ３４ 54,039百万円

Ｒ３５ 54,113百万円

Ｒ３６ 54,129百万円

Ｒ３７ 53,242百万円

Ｒ３８ 53,014百万円

Ｒ３９ 52,664百万円

Ｒ４０ 52,764百万円

Ｒ４１ 43,085百万円

　（注1）平成１８年度から平成３０年度までは実績値を、令和元年度は実績見込値を記載している。

　（注2）上記記載の債務引受限度額については、限度額に残余が生じた場合は、繰り越しを認めるものとする。



別紙４を次のとおり改める。 



災害復旧に要する費用に係る債務引受限度額

別紙４

（協定第6条第1項関連）

（機構法第13条第1項第5号に定める協定記載事項）



災害復旧に要する費用に係る債務引受限度額

（消費税込み）

債務引受限度額 74,504百万円



別紙５を次のとおり改める。 



別紙５
（協定第7条第1項関連）

（機構法第13条第1項第6号に定める協定記載事項）

無利子貸付けの貸付計画



年度
H26 17百万円
H27 114百万円
H28 276百万円
H29 1,209百万円
H30 1,065百万円
R1 1,183百万円
R2 791百万円
R3 1,354百万円
R4 1,410百万円
R5 1,989百万円
R6 322百万円
R7 367百万円
R8 0百万円
R9 0百万円
R10 0百万円
R11 0百万円
R12 0百万円
R13 0百万円
R14 0百万円
R15 0百万円
R16 0百万円
R17 0百万円
R18 0百万円
R19 0百万円
R20 0百万円
R21 0百万円
R22 0百万円
R23 0百万円
R24 0百万円
R25 0百万円
R26 0百万円
R27 0百万円
R28 0百万円
R29 0百万円
R30 0百万円
R31 0百万円
R32 0百万円
R33 0百万円
R34 0百万円
R35 0百万円
R36 0百万円
R37 0百万円
R38 0百万円
R39 0百万円
R40 0百万円
R41 0百万円

（注1）平成２６年度から平成３０年度までは実績値を、
　令和元年度は実績見込値を記載している。

無利子貸付計画額

西日本高速道路株式会社に対する無利子貸付けの貸付計画



別紙６を次のとおり改める。 



道路資産の貸付料の額

別紙６

（協定第9条第1項関連）

（機構法第13条第1項第7号に定める協定記載事項）



西日本高速道路株式会社に対する道路資産の貸付料

（消費税込み）

うち盛土・切土・
のり面構造物等分

うち橋梁・
トンネル等分

（499,925百万円） （69,628百万円） （332,649百万円） （107,706百万円） （224,943百万円）

510,013百万円 74,784百万円 357,283百万円 115,682百万円 241,601百万円

（509,334百万円） （76,047百万円） （363,317百万円） （117,636百万円） （245,681百万円）

509,334百万円 79,849百万円 381,483百万円 123,517百万円 257,966百万円

（502,022百万円） （75,381百万円） （360,133百万円） （116,605百万円） （243,528百万円）

485,996百万円 76,489百万円 365,426百万円 118,318百万円 247,108百万円

（399,934百万円） （58,960百万円） （281,681百万円） （91,203百万円） （190,478百万円）

381,671百万円 61,193百万円 292,353百万円 94,659百万円 197,694百万円

（410,838百万円） （61,473百万円） （293,688百万円） （95,091百万円） （198,597百万円）

403,375百万円 60,260百万円 287,895百万円 93,215百万円 194,680百万円

（395,853百万円） （58,087百万円） （277,511百万円） （89,853百万円） （187,658百万円）

410,885百万円 45,466百万円 289,436百万円 78,667百万円 210,769百万円

（395,037百万円） （58,201百万円） （278,058百万円） （90,030百万円） （188,028百万円）

424,597百万円 47,363百万円 301,509百万円 81,949百万円 219,560百万円

（397,607百万円） （35,890百万円） （228,473百万円） （62,098百万円） （166,375百万円）

442,443百万円 41,477百万円 264,040百万円 71,765百万円 192,275百万円

（488,754百万円） （47,742百万円） （303,924百万円） （82,605百万円） （221,319百万円）

557,169百万円 56,249百万円 358,080百万円 97,325百万円 260,755百万円

（489,117百万円） （51,375百万円） （327,049百万円） （88,890百万円） （238,159百万円）

571,084百万円 61,589百万円 392,073百万円 106,564百万円 285,509百万円

（538,594百万円） （46,825百万円） （298,084百万円） （81,018百万円） （217,066百万円）

570,996百万円 50,863百万円 323,788百万円 88,004百万円 235,784百万円

（546,571百万円） （43,129百万円） （274,555百万円） （74,623百万円） （199,932百万円）

590,008百万円 60,380百万円 384,377百万円 104,472百万円 279,905百万円

（550,695百万円） （29,626百万円） （188,597百万円） （51,260百万円） （137,337百万円）

602,493百万円 36,081百万円 229,687百万円 62,428百万円 167,259百万円

（558,517百万円） （10,725百万円） （68,278百万円） （18,558百万円） （49,720百万円）

629,575百万円 54,118百万円 344,513百万円 93,637百万円 250,876百万円

Ｒ２ 567,021百万円 27,783百万円 176,866百万円 48,071百万円 128,795百万円

Ｒ３ 537,884百万円 23,330百万円 148,517百万円 40,366百万円 108,151百万円

Ｒ４ 537,367百万円 44,307百万円 282,055百万円 76,661百万円 205,394百万円

Ｒ５ 540,235百万円 16,362百万円 104,159百万円 28,310百万円 75,849百万円

Ｒ６ 542,424百万円 25,682百万円 163,491百万円 44,436百万円 119,055百万円

Ｒ７ 542,902百万円 27,684百万円 176,235百万円 47,900百万円 128,335百万円

Ｒ８ 541,778百万円 31,211百万円 198,690百万円 54,003百万円 144,687百万円

Ｒ９ 542,676百万円 42,820百万円 272,588百万円 74,088百万円 198,500百万円

Ｒ１０ 543,807百万円 43,256百万円 275,364百万円 74,843百万円 200,521百万円

Ｒ１１ 547,917百万円 39,198百万円 249,533百万円 67,822百万円 181,711百万円

Ｒ１２ 546,100百万円 62,239百万円 396,210百万円 107,688百万円 288,522百万円

Ｒ１３ 539,738百万円 61,327百万円 390,403百万円 106,110百万円 284,293百万円

Ｒ１４ 533,582百万円 60,323百万円 384,013百万円 104,373百万円 279,640百万円

Ｒ１５ 529,265百万円 59,699百万円 380,043百万円 103,294百万円 276,749百万円

Ｒ１６ 525,812百万円 58,984百万円 375,485百万円 102,055百万円 273,430百万円

Ｒ１７ 521,779百万円 58,583百万円 372,934百万円 101,362百万円 271,572百万円

Ｒ１８ 513,342百万円 57,450百万円 365,723百万円 99,402百万円 266,321百万円

Ｒ１９ 504,057百万円 56,257百万円 358,129百万円 97,338百万円 260,791百万円

Ｒ２０ 494,773百万円 54,983百万円 350,016百万円 95,133百万円 254,883百万円

Ｒ２１ 488,115百万円 54,143百万円 344,672百万円 93,680百万円 250,992百万円

Ｒ２２ 479,220百万円 52,990百万円 337,330百万円 91,685百万円 245,645百万円

Ｒ２３ 473,452百万円 52,251百万円 332,625百万円 90,406百万円 242,219百万円

Ｒ２４ 467,259百万円 51,517百万円 327,953百万円 89,136百万円 238,817百万円

Ｒ２５ 462,763百万円 50,919百万円 324,147百万円 88,102百万円 236,045百万円

Ｒ２６ 454,800百万円 50,011百万円 318,368百万円 86,531百万円 231,837百万円

Ｒ２７ 447,078百万円 49,140百万円 312,820百万円 85,023百万円 227,797百万円

Ｒ２８ 442,611百万円 48,584百万円 309,283百万円 84,062百万円 225,221百万円

Ｒ２９ 439,190百万円 48,063百万円 305,963百万円 83,159百万円 222,804百万円

Ｒ３０ 431,467百万円 47,022百万円 299,338百万円 81,359百万円 217,979百万円

Ｒ３１ 422,775百万円 46,074百万円 293,306百万円 79,719百万円 213,587百万円

Ｒ３２ 415,731百万円 45,132百万円 287,304百万円 78,088百万円 209,216百万円

Ｒ３３ 409,707百万円 44,243百万円 281,649百万円 76,551百万円 205,098百万円

Ｒ３４ 401,018百万円 43,149百万円 274,682百万円 74,657百万円 200,025百万円

Ｒ３５ 393,899百万円 42,252百万円 268,976百万円 73,106百万円 195,870百万円

Ｒ３６ 386,739百万円 41,358百万円 263,283百万円 71,559百万円 191,724百万円

Ｒ３７ 381,023百万円 40,756百万円 259,453百万円 70,518百万円 188,935百万円

Ｒ３８ 372,244百万円 39,691百万円 252,669百万円 68,674百万円 183,995百万円

Ｒ３９ 364,996百万円 38,831百万円 247,197百万円 67,187百万円 180,010百万円

Ｒ４０ 357,431百万円 37,876百万円 241,116百万円 65,534百万円 175,582百万円

Ｒ４１ 193,732百万円 18,699百万円 119,038百万円 32,354百万円 86,684百万円

Ｈ２７

Ｈ２０

（注1）平成１８年度から平成３０年度までの上段（　　）内は計画値、下段は実績値を、令和元年度の上段（　　）内は計画値、下段は実績見込値を記載してい
る。

Ｈ２１

Ｈ２３

Ｈ２６

Ｈ２８

Ｈ２９

Ｈ３０

Ｒ１

年度
うち構築物等分

貸付料

うち土地・家屋分

Ｈ１８

Ｈ２２

Ｈ１９

Ｈ２４

Ｈ２５



別紙７を次のとおり改める。 



計画料金収入の額

別紙７

（協定第10条第1項関連）



西日本高速道路株式会社における計画料金収入

（消費税込み）

年度 計画料金収入

（643,757百万円）

660,282百万円

（652,624百万円）

655,944百万円

（644,959百万円）

622,483百万円

（547,669百万円）

523,929百万円

（566,717百万円）

553,587百万円

（546,542百万円）

567,040百万円

（549,281百万円）

584,334百万円

（552,462百万円）

602,823百万円

（647,514百万円）

722,404百万円

（658,713百万円）

747,267百万円

（715,852百万円）

755,413百万円

（725,342百万円）

776,033百万円

（740,067百万円）

799,265百万円

（755,303百万円）

833,914百万円

Ｒ２ 774,383百万円

Ｒ３ 733,942百万円

Ｒ４ 730,529百万円

Ｒ５ 732,076百万円

Ｒ６ 730,675百万円

Ｒ７ 730,946百万円

Ｒ８ 731,298百万円

Ｒ９ 733,556百万円

Ｒ１０ 735,832百万円

Ｒ１１ 738,888百万円

Ｒ１２ 737,860百万円

Ｒ１３ 730,636百万円

Ｒ１４ 724,669百万円

Ｒ１５ 720,984百万円

Ｒ１６ 715,460百万円

Ｒ１７ 710,233百万円

Ｒ１８ 701,202百万円

Ｒ１９ 694,053百万円

Ｒ２０ 686,893百万円

Ｒ２１ 681,558百万円

Ｒ２２ 672,525百万円

Ｒ２３ 665,345百万円

Ｒ２４ 658,167百万円

Ｒ２５ 652,821百万円

Ｒ２６ 643,951百万円

Ｒ２７ 636,832百万円

Ｒ２８ 629,665百万円

Ｒ２９ 624,201百万円

Ｒ３０ 615,406百万円

Ｒ３１ 608,269百万円

Ｒ３２ 601,120百万円

Ｒ３３ 595,303百万円

Ｒ３４ 586,238百万円

Ｒ３５ 578,803百万円

Ｒ３６ 571,383百万円

Ｒ３７ 565,556百万円

Ｒ３８ 556,658百万円

Ｒ３９ 549,295百万円

Ｒ４０ 541,890百万円

Ｒ４１ 439,282百万円

Ｈ１８

Ｈ１９

Ｈ２０

（注1）平成１８年度から平成３０年度までの上段（　　）内は計画値、下段は実績値を、令和元年度の上段（　　）内は計
画値、下段は実績見込値を記載している。

Ｈ２１

Ｈ２２

Ｈ２３

Ｈ２４

Ｈ２５

Ｈ２６

Ｈ２７

Ｈ２８

Ｈ２９

Ｈ３０

Ｒ１



別紙８を次のとおり改め、２．を除き、令和２年４月１日から適用する。 



別紙８中、１．（１）②ホ（ロ）のうち、「大蔵谷インターチェンジ及び伊川谷インターチェ

ンジの料金所」を「大蔵谷インターチェンジの料金所」に、「伊川谷ジャンクションの料金所」

を「伊川谷インターチェンジの料金所」に改める。 

別紙８中、１．（１）②ホ（ハ）のうち、「伊川谷ジャンクションの料金所」を「伊川谷イン

ターチェンジの料金所」に改める。 

別紙８中、１．（１）②ヘを次のとおり改める。 

ヘ 広島岩国道路における各インターチェンジ相互間の１回の通行に係る料金の額は、次表

の額（単位：円）に消費税率を乗じ、四捨五入により、１０円単位の端数処理を行った後

の額とする。 

普通車 

大竹ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ

大竹西ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ ─ 

   大竹 50.000 50.000

  大野 339.806 377.273 377.273

廿日市ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 350.000 679.612 704.546 704.546

廿日市 100.000 350.000 679.612 704.546 704.546

大型車 

大竹ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ

大竹西ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ ─ 

   大竹 95.455 95.455

大野 485.437 568.182 568.182

廿日市ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 500.000 970.874 1,040.910 1,040.910

廿日市 150.000 500.000 970.874 1,040.910 1,040.910

特大車 

大竹ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ

大竹西ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ ─ 

   大竹 195.455 195.455

  大野 1,165.049 1,331.819 1,331.819

廿日市ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 1,200.000 2,330.098 2,468.182 2,468.182

廿日市 350.000 1,200.000 2,330.098 2,468.182 2,468.182

ただし、平成２６年４月１日から令和６年３月３１日までの間において、ＥＴＣ車につ

いては、次表のとおりとする。 



普通車 

大竹ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ

大竹西ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ ─ 

大竹 50.000 17.220

大野 238.096 371.400 221.400

廿日市ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 115.620 319.800 337.020 337.020

廿日市 61.500 238.096 476.191 548.520 398.520

大型車 

大竹ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ

大竹西ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ ─ 

大竹 95.455 28.413

大野 333.334 515.310 365.310

廿日市ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 190.773 527.670 556.083 556.083

廿日市 101.475 333.334 666.667 807.558 657.558

特大車 

大竹ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ

大竹西ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ ─ 

大竹 195.455 47.355

大野 711.495 758.850 608.850

廿日市ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 317.955 879.450 926.805 926.805

廿日市 169.125 637.080 1,198.575 1,245.930 1,095.930

（注）上表において「普通車」、「大型車」及び「特大車」とあるのは、それぞれ別添１－

３の自動車の車種区分をいう。 

別紙８中、１．（１）②カただし書きのうち、「延岡南インターチェンジの料金所の供用開

始の日」を「令和２年３月３０日」に改める。 

別紙８中、１．（１）③ロのうち、「②ヘ（ただし書きを除く。）」を「②ヘ（大竹西ジャンク

ション及び大竹ジャンクションを通行する場合並びにただし書きを除く。）」に改める。 

別紙８中、１．（２）②ただし書きのうち、「令和２年３月３１日」を「令和３年３月３１

日」に改める。 

別紙８中、１．（２）⑨ハのうち、「延岡南インターチェンジの料金所の供用開始の日以降、」

を「令和２年３月３０日から」に改める。 

別紙８中、１．（２）⑮ハのうち、「、⑧又は⑪」を「又は⑧から⑪まで」に、同（ロ）のう

ち、「⑪」を「⑨から⑪まで」に改める。 

別紙８中、１．（２）⑮ニのうち、「⑧」を「⑧から⑩まで」に改め、同（ニ）のうち、「⑥」



の次に「、⑨又は⑩」を加える。 

別紙８中、２．のうち、「令和４２年１月１４日」を「令和４２年１月２４日」に改める。 

別紙８中、別添３中、中国縦貫自動車道（中国吹田・下関間）のうち、「湯田ＰＡスマート」

を「湯田温泉スマート」に、山陽自動車道吹田山口線（神戸ジャンクション・廿日市ジャン

クション間、大竹ジャンクション・山口ジャンクション間）のうち、「湯田ＰＡスマート」を

「湯田温泉スマート」に改める。 

別紙８中、別添５を別添５のとおり改める。 



別添 ５　一般有料道路等のキロ程（単位：キロメートル）

京滋バイパス

久御山淀
久御山

久御山ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 2.4
巨椋 － 3.1

宇治西 － － －
宇治東 1.9 3.6 － 6.7

笠取 － － － － －
南郷 5.1 7.4 9.3 11.0 － 14.1

石山 － － － － － － －
瀬田東 4.9 － 11.9 14.2 16.1 17.8 － 20.9

－ 7.9 － 14.9 17.2 19.1 20.8 － 23.9

第二京阪道路

門真ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ
第二京阪門真

寝屋川南 －
寝屋川北 3.3 4.2

交野南 － － －
交野北 0.9 － 8.9 9.8

枚方学研 － － － － －
枚方東 1.5 － 6.3 － 14.3 15.2

京田辺松井 － － － － － － －
八幡京田辺 2.4 － 5.6 － 10.4 － 18.4 19.3

八幡東 ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 0.4 2.8 － 6.0 － 10.8 － 18.8 19.7
久御山南 － － － － － － － － － －

久御山ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 0.7 3.8 4.2 6.6 － 9.8 － 14.6 － 22.6 23.5
巨椋池 － 3.6 6.7 7.1 9.5 － 12.7 － 17.5 － 25.5 26.4

起点 1.0 － 4.6 7.7 8.1 10.5 － 13.7 － 18.5 － 26.5 27.4
－ 1.9 － 5.5 8.6 9.0 11.4 － 14.6 － 19.4 － 27.4 28.3

淀川左岸線延伸部 広島岩国道路 八代日奈久道路 江津道路
大竹ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ

大竹西ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ

大竹 － 浜田ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ

西日本・阪神 大野 0.7 0.7 日奈久 浜田東
門真西 接続部 廿日市ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 8.3 9.0 9.0 八代南 江津西 3.4

門真ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 0.4 廿日市 4.7 13.0 13.7 13.7 八代ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 5.4 江津 6.0 6.0
－ 1.1 2.5 7.2 15.5 16.2 16.2 6.6 12.0 5.1 11.1 11.1

（注）西日本・阪神接続部とは大阪市鶴見区緑地公園をいう。

椎田道路 宇佐別府道路 日出バイパス 延岡南道路

速見
椎田南 大分農業文化公園

椎田 安心院 6.3
築城 1.7 院内 6.3 12.6 日出 門川

みやこ豊津 4.9 6.6 宇佐 5.2 11.5 17.8 速見 起点・延岡南
2.3 7.2 8.9 － 8.3 14.6 20.9 9.0 2.6

隼人道路 湯浅御坊道路 今治小松道路
有田

有田南
湯浅 －

広川 2.7 3.9 終点
加治木 広川南 － 5.2 6.4 いよ小松北

隼人西 川辺 4.5 － 9.7 10.9 東予丹原 －
隼人東 2.5 御坊 － 8.5 － 13.7 14.9 今治湯ノ浦 3.0 4.0

3.6 6.1 4.5 － 13.0 － 18.2 19.4 9.0 12.0 13.0

京都縦貫自動車道

亀岡
篠

沓掛 5.5 丹波
大原野 5.0 10.5 園部

長岡京 － － － 八木西 5.4
大山崎 7.1 － 13.5 19.0 八木中 － －

1.3 8.4 － 14.8 20.3 1.5 5.5 10.9



兵庫県道路公社が管理する道路（播但連絡道路）
和田山

朝来
生野北第二 12.1

生野北第一 － －

生野 0.5 5.5 17.6
神崎北 － － － －

神崎南 － － － － －

市川北 7.4 12.4 － 15.3 20.3 32.4
市川南 － － － － － － －

福崎北 5.9 9.2 16.6 21.6 － 24.5 29.5 41.6
福崎南 3.3 9.2 12.5 19.9 24.9 － 27.8 32.8 44.9

船津 － － － － － － － － － －

砥堀 5.0 － 8.3 14.2 17.5 24.9 29.9 － 32.8 37.8 49.9
豊富 4.1 9.1 － 12.4 18.3 21.6 29.0 34.0 － 36.9 41.9 54.0

山陽姫路東 － － － － － － － － － － － － －

花田 3.0 － 7.1 12.1 － 15.4 21.3 24.6 32.0 37.0 － 39.9 44.9 57.0
姫路ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 1.9 4.9 － 9.0 14.0 － 17.3 23.2 26.5 33.9 38.9 － 41.8 46.8 58.9

4.7 6.6 9.6 － 13.7 18.7 － 22.0 27.9 31.2 38.6 43.6 － 46.5 51.5 63.6

京都府道路公社が管理する道路（丹波綾部道路） 京都府道路公社が管理する道路（綾部宮津道路）

綾部ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ
綾部安国寺

京丹波わち 2.6 宮津天橋立
京丹波みずほ 7.3 9.9 舞鶴大江

丹波 11.6 18.9 21.5 綾部ｼﾞｬﾝｸｼｮﾝ 11.3
7.7 19.3 26.6 29.2 12.1 23.4

本州四国連絡高速道路株式会社が管理する道路（一般国道２８号）
鳴　門

鳴門北
淡路島南 7.3

西淡三原 7.1 14.4
洲　本 8.8 15.9 23.2

淡路島中央 9.5 18.3 25.4 32.7
津名一宮 ｽﾏｰﾄ 4.0 13.5 22.3 29.4 36.7

北　淡 7.9 11.9 21.4 30.2 37.3 44.6
東　浦 10.1 18.0 22.0 31.5 40.3 47.4 54.7

淡路(ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱ) 8.8 18.9 26.8 30.8 40.3 49.1 56.2 63.5
垂　水 淡路北ｽﾏｰﾄ 5.4 14.2 24.3 32.2 36.2 45.7 54.5 61.6 68.9

布施畑 11.3 16.7 25.5 35.6 43.5 47.5 57.0 65.8 72.9 80.2
神戸西 3.8 15.1 20.5 29.3 39.4 47.3 51.3 60.8 69.6 76.7 84.0

5.0 8.8 20.1 25.5 34.3 44.4 52.3 56.3 65.8 74.6 81.7 89.0

本州四国連絡高速道路株式会社が管理する道路（一般国道３０号）
坂出

坂出北
与島ﾊﾟｰｷﾝｸﾞｴﾘｱ 2.6

児島 8.2 10.8
水島 7.7 15.9 18.5

早島 10.6 18.3 26.5 29.1
8.2 18.8 26.5 34.7 37.3



別紙特１を次のとおり改める。 



（協定第４条第３項） 

（機構法第１３条第１項第３号に定める協定記載事項） 

特定更新等工事の内容 

別紙特１ 



１．工事の内容 

（１）路線名及び工事の区間 

（イ）路線名 

（ロ）工事の区間 

起点 終点 

高速自動車国道 中央自動車道 西宮線 
滋賀県東近江市中小路町狐山（八日市インターチェンジ

を含まない） 
兵庫県西宮市今津野田町 

高速自動車国道 近畿自動車道 天理吹田線 奈良県天理市櫟本町 大阪府吹田市青葉丘北 

高速自動車国道 近畿自動車道 松原那智勝浦線 
大阪府松原市別所町 

和歌山県御坊市野口字野尻 

和歌山県有田郡有田川町大字天満字 

和歌山県田辺市稲成町字下組 

高速自動車国道 近畿自動車道 敦賀線 兵庫県三木市吉川町金会 福井県小浜市府中（小浜インターチェンジを含む） 

高速自動車国道 中国縦貫自動車道  大阪府吹田市青葉丘北 山口県下関市椋野町 

高速自動車国道 山陽自動車道 吹田山口線 
兵庫県神戸市北区有野町二郎 

広島県大竹市御園 

広島県廿日市市宮内 

山口県山口市黒川 

高速自動車国道 山陽自動車道 宇部下関線 山口県宇部市大字東岐波 山口県下関市大字吉田地方 

高速自動車国道 中国横断自動車道 姫路鳥取線 兵庫県たつの市揖西町土師 兵庫県たつの市新宮町角亀字畦畑 

高速自動車国道 中国横断自動車道 岡山米子線 岡山県岡山市北区津寺 鳥取県米子市赤井手 

高速自動車国道 中国横断自動車道 尾道松江線 島根県雲南市三刀屋町三刀屋 島根県松江市乃白町字辷り廻 

高速自動車国道 中国横断自動車道 広島浜田線 広島県広島市安佐南区沼田町大字伴 島根県浜田市高佐町 

高速自動車国道 山陰自動車道 鳥取益田線 島根県松江市宍道町伊志見 島根県出雲市知井宮町 

高速自動車国道 四国縦貫自動車道 徳島県徳島市川内町沖島 愛媛県大洲市新谷 

高速自動車国道 四国横断自動車道 阿南四万十線 香川県高松市前田東町字中村 高知県須崎市吾井郷乙 

高速自動車国道 四国横断自動車道 愛南大洲線 愛媛県西予市宇和町稲生 愛媛県大洲市北只 

高速自動車国道 九州縦貫自動車道 鹿児島線 福岡県北九州市門司区黒川東 鹿児島県鹿児島市田上 

高速自動車国道 九州縦貫自動車道 宮崎線 宮崎県えびの市大字永山 宮崎県宮崎市清武町大字加納字山口甲 



高速自動車国道 九州横断自動車道 長崎大分線 長崎県長崎市早坂町 大分県大分市片島字長居ヶ迫 

高速自動車国道 東九州自動車道 

福岡県北九州市小倉南区大字堀越 

大分県大分市片島字長居ヶ迫 

宮崎県東臼杵郡門川町大字加草字堂ケ内 

鹿児島県曽於市末吉町深川 

福岡県京都郡みやこ町呰見 

大分県佐伯市大字上岡 

宮崎県宮崎市清武町大字今泉字柳ヶ谷乙 

鹿児島県霧島市隼人町住吉 

高速自動車国道 関門自動車道 山口県下関市椋野町 福岡県北九州市門司区黒川東 

高速自動車国道 沖縄自動車道 沖縄県名護市字幸喜 沖縄県那覇市首里崎山町 

一般国道１号 （京滋バイパス） 滋賀県大津市大江町 京都府久世郡久御山町森 

一般国道２号 （第二神明道路） 
兵庫県神戸市須磨区月見山町 

兵庫県神戸市垂水区名谷町入野 

兵庫県明石市魚住町清水字鳥喰下 

兵庫県神戸市西区伊川谷町井吹 

一般国道２号 （広島岩国道路） 広島県廿日市市宮内 広島県大竹市御園 

一般国道３号 （南九州西回り自動車道 

（市来～鹿児島西）） 
鹿児島県いちき串木野市大里 鹿児島県鹿児島市市田上 

一般国道９号 （安来道路） 鳥取県米子市陰田町 島根県八束郡東出雲町大字出雲郷 

一般国道９号 （江津道路） 島根県江津市嘉久志町 島根県浜田市後野町 

一般国道３４号 （長崎バイパス） 
長崎県諫早市多良見町市布名 

長崎県長崎市川平町 

長崎県長崎市昭和 

長崎県長崎市西山 

一般国道４２号 （湯浅御坊道路） 和歌山県有田郡有田川町大字天満 和歌山県御坊市野口 

一般国道４７８号 （京都縦貫自動車道） 京都府船井郡京丹波町字須知 京都府乙訓郡大山崎町字円明寺 

一般国道４９７号 （西九州自動車道（武雄佐世保道路）） 佐賀県武雄市東川登町大字袴野 長崎県佐世保市大塔町 

一般国道４９７号 （西九州自動車道（佐世保道路）） 長崎県佐世保市大塔町 長崎県佐世保市矢岳町 



（２）工事内容 

会社が行う高速道路の管理のうち、特定更新等工事で行う工事の内容は、以下のとおり 

・損傷、腐食その他の劣化等に対して構造物全体の修繕を実施するもの 

区分 項目 工事概要 延長 工事予算 

橋梁更新 

床版 
・橋梁の床版取替、床版全面打替え 

・上記に付随する橋梁附属物及び橋梁上の工作物の補修、取替え 

８８ 

キロメートル 

７７６，９３２ 

百万円 

桁 
・橋梁の上部構造の取替え 

・上記に付随する橋梁附属物及び橋梁上の工作物の補修、取替え 

６ 

キロメートル 

４５，３５９ 

百万円 

橋梁修繕 

床版 

・橋梁の床版の補修、補強（床版増厚、炭素繊維補強、剥落防止対策、ＳＦＲＣ、高性能床版

防水、表面被覆、電気化学的防食、鋼床版の疲労亀裂補修・補強等） 

・上記に付随する橋梁附属物及び橋梁上の工作物の補修、取替え 

１２９ 

キロメートル 

５６，８７１ 

百万円 

桁 

・橋梁の上部構造の補修、補強（炭素繊維補強、剥落防止対策、外ケーブル補強、表面被

覆、電気化学的防食、鋼構造物の疲労亀裂補修・補強等） 

・上記に付随する橋梁附属物及び橋梁上の工作物の補修、取替え 

４６ 

キロメートル 

６０，１０２ 

百万円 

土構造物修繕 
盛土 

切土 

・土構造物（盛土、切土）の補修、補強（グラウンドアンカー、水抜ボーリング、砕石縦排水等）

及びのり面排水施設の補修、補強（用排水溝、跳水防止対策等）等、土構造物全体の安定性

を確保する対策 

・上記に付随する附属物の補修、取替え 

１３，８２０ 

箇所 

２５２，２６４ 

百万円 

トンネル修繕 
本体 

覆工 

・トンネル本体の補修、補強（インバートの設置等）及びトンネル覆工コンクリートの補修、補強

（炭素繊維補強、ロックボルト補強、内巻補強、剥落防止対策、背面空洞注入等）等、トンネル

全体の安定性を確保する対策 

・上記に付随する附属物の補修、取替え 

４６ 

キロメートル 

１１３，１０９ 

百万円 



別紙特２を次のとおり改める。 



特定更新等工事に係る工事に要する費用に係る

債務引受限度額

別紙特２

（協定第5条第3項関連）

（機構法第13条第1項第4号に定める協定記載事項）



特定更新等工事に係る工事に要する費用に係る債務引受限度額

（消費税込み）

年度 債務引受限度額

Ｈ２７ 105百万円

Ｈ２８ 7,861百万円

Ｈ２９ 9,756百万円

Ｈ３０ 13,246百万円

Ｒ１ 18,177百万円

Ｒ２ 50,348百万円

Ｒ３ 62,960百万円

Ｒ４ 78,005百万円

Ｒ５ 234,897百万円

Ｒ６ 189,167百万円

Ｒ７ 179,088百万円

Ｒ８ 161,671百万円

Ｒ９ 154,256百万円

Ｒ１０ 152,244百万円

Ｒ１１ 188,078百万円

　（注1）平成２７年度から平成３０年度は実績値を、令和元年度は実績見込値を記載している。

　（注2）上記記載の債務引受限度額については、限度額に残余が生じた場合は、繰り越しを

　　　認めるものとする。



この協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、記名押印の上、各々１通を保

有する。 

令和２年３月２７日 

独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 

理 事 長      渡 邊   大 樹 

西日本高速道路株式会社 

               代表取締役社長  酒 井  和 広 
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